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本資料に掲載してある計数は、原則として単位未満を切り捨
てて表示していますので、合計が一致しない場合があります。

地域社会と産業の発展をはかり
会員・得意先の繁栄につとめ
従業員とその家庭を明るくする。

基 本 方 針

   質の良い資金を豊富に安定的に供
給し、新時代にマッチした多様な
サービスを提供することによって、
地域社会の発展や地元の繁栄に貢
献する。

 従業員の幸福な生活を保証する。

 会員の期待にこたえる。

1

2

3

経 営 理 念

設 　 立 1948年4月1日
本 　 店 蒲郡市神明町4番25号
会 員 数 51,334名
出 資 金 8億7,562万円
預 　 金 1兆2,960億円
貸 出 金 5,877億円
店 舗 数 46店舗

（2020年3月末現在）

当 金 庫 の 概 要
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皆さまにおかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申
し上げます。平素は格別のご高配を賜り、心より厚く御礼
申し上げます。

ここに、当金庫第72期（2019年4月1日から2020年3月
31日まで）の決算内容・各種事業への取組を一層ご理解い
ただけますよう、「2020 Gamashin 蒲郡信用金庫の現況」
を作成いたしましたので、ご高覧いただければ幸いに存じ
ます。

2019年度のわが国経済は、米中貿易摩擦の影響等によ
る景気の減速が見られたものの、全体としては底堅さを維

持して推移しましたが、2020年2月に新型コロナウイルスが感染拡大し始めた以降
は、企業活動や個人消費が大きく停滞し、急激な低下に転じました。

私どもを取り巻く金融環境につきましても、金融緩和政策の長期化により資金運
用利回りの低下が続き、また、貸出金残高は取引先中小企業の資金需要低迷と他行
競合から伸び悩み、厳しい収益環境が続いております。なお、当地域においても新
型コロナウイルスの影響により、宿泊業・飲食業等を中心に業況の悪化が始まり、
今後も更なる影響の拡大が懸念されております。2020年3月からはコロナ対策に係
る融資が増加し、引き続き地域の中小・零細企業の資金繰り支援には全力で取組ん
で参りますが、早期に感染が収束し、わが国経済が正常な状態に復することを願う
ものであります。

このような中、『Go Forward!3ヵ年経営計画』の最終年度となる2019年度は、
「新たな成長戦略の実践と地域活性化への貢献」を指針として業務を行って参りま
した。おかげをもちまして、預金積金残高は前期末より254億円増加して12,960
億円（前期比+2.00%）となりましたが、貸出金残高は前期末より53億円減少して
5,877億円（同△0.89%）となりました。一方、損益状況につきましては、貸出金
残高の減少や低金利環境を背景に、貸出金利息を始めとする資金利益は減少したも
のの、経費削減等により、基本的な収益力であるコア業務純益は2,348百万円（同
△0.94%）を確保することができました。また、有価証券の売却損益や貸倒引当金
戻入益等による臨時損益を計上し、当期純利益は2,050百万円（同△6.77%）とな
りました。なお自己資本比率は13.89％となり、国内基準（4％）を大幅に上回る
高い健全性を維持しております。

2020年度からは、「構造改革の実現と更なる成長ステージへの飛躍」をスローガ
ンに『Change & Growth 3ヵ年経営計画』を新たにスタートさせ、一層の地域貢
献と収益力強化に取組んで参る所存です。

あらためて創業来の「愛郷の心」と「堅実経営」の精神のもと、地域とともに発
展を目指し、役職員一丸となり業務に邁進して参りますので、今後とも格別のご愛
顧、お引き立てを賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

2020年7月

ごあいさつ

理事長　竹田知史
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お預かりした皆さまの大切な資金を地域活性化のためにお役立てしています。

地域経済活性化への取組について（2020 年 3 月末現在）

◆ 預金・積金に関する事項
　皆さまからお預かりした大切な資金は、地元企業や自営業の
方ならびに、個人の方へのご融資をはじめ地域活性化のお役に
立つよう循環させています。
　2020 年3月末の預金積金残高は1 兆 2,960 億円、そのうちの 
77.2％が個人のお客さまからのものであり、地域の信頼と 
ご支持をいただいております。

◆ 会員に関する事項
会員数／ 51,334 名　出資金／ 8.7 億円

◆ 貸出金以外の運用に関する事項
● 預金等の資金のうち貸出金として地域に還元後の余裕資金は、

安全性が高く、換金も容易な国債等の有価証券や信金中央金庫 
への預け金などで運用しています。

● 効率的かつ安全な資金運用に努めています。貸出金以外の 
運用残高は 8,115 億円です。

　【運用残高の内訳】
　 国債等債券  ………………………………………… 4,716 億円
　 信金中金預け金 …………………………………… 2,808 億円
　 株式等その他 ………………………………………… 590 億円

● 地域活性化のため、地元企業の社債・株式等への投資（運用）
にも心がけています。

　 私募債の引受 ………………………………………… 2.2 億円
　 地元企業の株式（上場企業を除く）  ……………………… 2.9 億円
　 地域ファンド ……………………………………… 146 百万円
　 再生ファンド ………………………………………… 18 百万円

出資金
8.7億円

貸出金以外の運用
8,115 億円

預積金
1兆2,960億円

地域のお客さま
会員の皆さま
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◆ 地域貢献に関する事項
　当金庫では、地域社会の一員として金融サービスのご提供 
だけでなく、地域の環境・文化や経済の発展に少しでも貢献 
したいと考え、清掃活動、献血、地域行事への協賛・参加、景況
情報提供、経済講演会開催等を積極的に展開しています。

◆ 経営支援サービスに関する事項
　当金庫は販路の拡大や業績の改善を目指しているお客さまに
対し、事業・財務内容について踏み込んだ分析を行い、ビジネス
マッチングの提案や経営改善のアドバイスをするなど、資金面に
加えて活きた支援を目指しています。現在、こうした目的で当金
庫の本部や営業店に配属している中小企業診断士や海外ビジネ
スサポートデスク等が、お客さまと一体となって活動しています。

◆ 貸出金に関する事項
　お客さまの様々な資金需要にお応えして、地域経済の活性化 

（地域の企業が活力に溢れ、雇用が安定して地域の皆さまの 
豊かな暮らしを実現）に貢献するような融資を心がけております。
皆さまの大切な資金のほぼ半数にあたる 5,877 億円のご融資を行
い、地域社会に広く還元しています。また、新型コロナウイルス
感染拡大に対する資金繰り支援にも、積極的に取組んで参ります。

中小企業・自営業者の方へのご融資 ………………… 3,823 億円
個人の方へのご融資 …………………………………… 1,674 億円
地方公共団体へのご融資 ………………………………… 380 億円

合計　5,877 億円

　なお、貸出金以外にも、（独）住宅金融支援機構等の代理貸付
を60 億円ご利用いただいております。

経営支援サービス

貸出金
5,877億円

地域貢献
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SDGs 宣言 〜愛郷のこころ〜

　蒲郡信用金庫は SDGs の趣旨に賛同し、政府が「SDGs 実施指針」で示す 8 つ
の分野に基づき、商品・サービスの地域貢献活動等に積極的に取組み、持続可能な
社会への貢献を目指していきます。（2020 年 4 月 1 日）

SDGs 実施指針の 8 分野 SDGs

あらゆる人々の活躍の推進
    

健康・長寿の達成
 

成長市場の創出、地域活性化、
科学技術イノベーション    

持続可能で強靭な国土と質の高い
インフラの整備    

省エネ・再エネ、気候変動対策、循環型社会
   

生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
  

平和と安全・安心社会の実現
   

SDGs 実施推進の体制と手段
   

三河湾浄化運動の実施 がまごおり深海魚まつりへの参加 少年軟式野球大会の開催

世界的な貧困や飢饉、弱者に対
する搾取、天然資源の枯渇といっ
た地球規模の様々な課題に対処
するため、2015 年の国連総会
で採択された 17 の持続可能な
開発目標です。

とは

SDGs
Sustainable
Development
Goals
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展望及び重点課題

　『Change & Growth 3 ヵ年経営計画』の初年度となる 2020 年度は、「効率化の推進による経営資源の創
出と金融仲介機能の強化」をスローガンに、地域の未来と金庫の果たすべき役割を常に考え、企業の課題解
決と地域の産業育成に取組むとともに、収益力の強化と持続可能性を高めるべく、諸施策を推進して参ります。

新３ヵ年経営計画（2020 〜 2022 年度）

『Change & Growth 3ヵ年経営計画』
～構造改革の実現と更なる成長ステージへの飛躍～

地域社会と産業の発展をはかり
会員・得意先の繁栄につとめ

従業員とその家庭を明るくする

基本方針

Action1
地域密着型金融の深化

Action2
利益構造の再構築

Action3
経営管理の高度化

外部環境
1. マイナス金利政策の 

長期化
2. 人口・事業所数減少による 

東三河マーケットの縮小
3. 金融チャネルの多様化

4. 中小企業における事業承継・ 
人材確保支援ニーズの高まり

5. 資産運用ニーズの高まり
6.マネー･ローンダリング、サイバー

攻撃対策の重要性の高まり

内部環境
1. 貸出金利息収入の減少
2. 高利回債券の満期償還
3. 適切なリスクコントロールの

必要性

4. 非対面チャネル 
充実の必要性

5. 人材育成強化の 
必要性

計画概要

1年目（2020年度）「効率化の推進による経営資源の創出と金融仲介機能の強化」
2年目（2021年度）「経営資源の再配置による攻めの体制への移行」
3年目（2022年度）「持続可能な収益体制と強固な顧客基盤の構築」

スローガン

かつてなく厳しい金融環境を踏まえ、これまでの常識・価値観にとらわれない構造改革を行い、
地域密着型金融の徹底とコスト削減を高度にバランス化させ、持続可能性を高める

基本目標

『Change & Growth ３ヵ年経営計画』
～構造改革の実現と更なる成長ステージへの飛躍～
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2019年度の当金庫の事業概況

　2019年度のわが国経済は、米中貿易摩擦の影響等による景気の減速が見られたものの、全体としては底堅さを維
持して推移しましたが、2020年2月に新型コロナウイルスが感染拡大し始めた以降は、企業活動や個人消費が大き
く停滞し、急激な低下に転じました。
　また、地域金融機関を取り巻く環境は、金融緩和政策の長期化、資金需要低迷下における競争の激化等、依然と
して厳しいものでありました。

●貸出金残高推移
　資金需要の伸び悩み等により2020年3月期末残高は
5,877億円となり、年間53億円減少（増加率△0.89％）
いたしました。

経営環境

業績ハイライト

●預金・積金残高推移
　2020年3月期末残高は１兆2,960億円となり、年間
増加額254億円（増加率2.00％）と順調に増加いたし
ました。

●預金者別残高構成
　地域の皆さまの信頼・信用のバロメーターでもある
個人預金は期末残高で1兆5億円（総預金積金に占める
割合77.2％）、年間増加額205億円（増加率2.0％）と
順調に増加いたしました。

●業種別貸出金残高構成
　個人のお客さまが全体の28.4％で最も多くなってい
ます。また、特定の業種に偏ることなく資金需要に応
じて幅広くご利用いただいております。

金融機関（0.4%）
53億円

個人（77.2%）
10,005億円

法人（18.9%）
2,457億円

公金（3.4%）
444億円

個人
（28.4％）
1,674億円

地方公共団体
（6.4％）380億円

その他
（7.2％）
428億円

運輸業、郵便業
（1.7％）103億円

製造業
（11.1％）
654億円

建設業
（5.7％）
338億円

金融業、保険業
（7.4％）437億円

医療・福祉（2.9％）
175億円

不動産業（18.8％）
1,110億円

生活関連サービス業、
娯楽業（2.1％）
127億円

卸・小売業
（7.5％）446億円

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末

（億円）

11,576
11,990

12,471 12,705 12,960

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末

（億円）

5,544
5,741 5,860 5,930 5,877
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●収益
　損益状況につきましては、貸出金を始めとする資金運用利回りが低下したものの、経費削減等に努め、基本的な
収益力であるコア業務純益は2,348百万円（前期比△0.94%）を確保することができました。また、有価証券の売却
損益・償却や貸倒引当金戻入益等による臨時損益を計上し、当期純利益は2,050百万円（同△6.77%）となりました。

●自己資本の状況
　自己資本額は817億円（単体ベース、前期比15億円増）に達し、その多くは毎年積み上げた特別積立金等が占め
ております。
　自己資本比率の計算上、分母となる「リスク・アセット等」の構成変動等により自己資本比率は13.89％（単体）
となりましたが、国内基準の4％を大きく上回る高い水準を保っています。
　なお、自己資本額の内訳など詳細は、「自己資本の充実の状況等について」をご覧ください。

●自己資本比率の算出方法

自己資本比率（％）＝
自己資本額 81,737百万円

× 100 ＝ 13.89%
リスク・アセット等 588,324百万円
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資産健全化への取組について

　当金庫では、資産の健全性確保を最重要課題として取組んでおります。2020年3月期における自己査定の結果、
「金融再生法」に基づく不良債権は前期比1,152百万円減少し、「信用金庫法施行規則」に基づくリスク管理債権は
前期比1,155百万円の減少となりました。
　これらの開示は当金庫が行う自己査定を基準としており、各開示基準との関係は次の通りです。

資産内容の開示について

  関連図  
自己査定 金融再生法開示債権 リスク管理債権

破綻先 破産更生債権
及びこれらに準ずる債権

破綻先債権

実質破綻先
延滞債権

破綻懸念先 危険債権

要注意先
要管理先 要管理債権 3ヵ月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

正常債権
（注）  金融再生法開示債権とリスク管理債権の差額は、

貸出金以外の債権額です。 
（仮払金､ 未収利息､ 債務保証見返等）

その他要注意先
正常先

●リスク管理債権の引当・保全状況（2020年3月期） （百万円、％）

区　　分 残高（A） 担保・保証（B） 貸倒引当金（C） 保全率
（B＋C）／（A）

破綻先債権 141 93 47 100.0
延滞債権 17,209 12,940 2,555 90.0
3ヵ月以上延滞債権 － － － －
貸出条件緩和債権 184 71 4 41.4
合　計 17,534 13,106 2,607 89.6

注（1）「担保・保証」は自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　 （2）「貸倒引当金」についてはリスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。
　 （3）保全率はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証・貸倒引当金を設定している割合です。

●リスク管理債権の状況 （百万円、％）

区　　分 2019年3月期 2020年3月期 増減
破綻先債権 223 141 ▲ 81
延滞債権 18,414 17,209 ▲ 1,205
3ヵ月以上延滞債権 － － －
貸出条件緩和債権 52 184 131
合　計　　 （ａ） 18,690 17,534 ▲ 1,155
貸出金合計（ｂ） 593,067 587,738 ▲ 5,328
貸出金に占める比率（ａ／ｂ） 3.15 2.98 ▲ 0.17

注（1）  「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みが
ないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。

　　 　① 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者
　　 　② 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者
　　 　③ 破産法の規定による破産の申立てがあった債務者
　　 　④ 商法の規定による整理開始又は特別清算開始の申立てがあった債務者　⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者
　 （2）「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。
　　 　① 上記「破綻先債権」に該当する貸出金　　② 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金
　 （3）  「3ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当し

ない貸出金です。
　 （4）  「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ

の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。
　 （5）  なお、これらの開示額は、下表に示す担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金

を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。

信用金庫法施行規則

連結情報　連結ベースのリスク管理債権は、上述の「リスク管理債権の状況」と同じです。
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●金融再生法による開示債権の状況 （百万円、％）

区　　分 2019年3月期 2020年3月期 増減

金融再生法上の不良債権（ａ） 18,733 17,581 ▲ 1,152

 破産更生債権及び
これらに準ずる債権 3,160 2,475 ▲ 684

 危険債権 15,521 14,922 ▲ 599

 要管理債権 52 184 131

正常債権 576,659 572,104 ▲ 4,555

総与信合計（ｂ） 595,393 589,685 ▲ 5,707

総与信に占める比率（ａ／ｂ） 3.14 2.98 ▲ 0.16ポイント

●金融再生法による開示債権の引当・保全状況（2020年3月期） （百万円、％）

区　　分 開示残高
（ａ）

保全額
（b）

保全率
（ｂ）／（a）

引当率
（d）／（a-c）

担保・保証等に
よる回収見込額

（ｃ）

貸倒引当金
（ｄ）

金融再生法上の不良債権 17,581 15,756 13,134 2,622 89.6 59.0

 破産更生債権及び
これらに準ずる債権 2,475 2,475 1,672 802 100.0 100.0

 危険債権 14,922 13,205 11,390 1,815 88.4 51.4
 要管理債権 184 76 71 4 41.4 4.0
正常債権 572,104      
合　計 589,685      

注「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

金融再生法
注（1）  「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破

産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻
に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権です。

　 （2）  「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には
至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取り
ができない可能性の高い債権です。

　 （3）  「要管理債権」とは、3ヵ月以上延滞債権「元金又は、
利息の支払が約定支払日の翌日を起算日として3ヵ
月以上延滞している貸出債権で（1）、（2）に該当
する債権を除く」及び貸出条件緩和債権「経済的困
難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権
の回収を促進すること等を目的に債務者に有利な一
定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債
権（1）、（2）に該当する債権は除く」をいいます。

　 （4）  「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績
に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」
以外の債権をいいます。

●金融再生法による不良債権と総与信に占める比率の推移
　資産健全化に向けて取組んだ結果、2020年3月期に
おける金融再生法に基づく不良債権額は、危険債権の
減少などにより前期比1,152百万円減少して17,581
百万円となりました。また、不良債権比率も前期比
0.16ポイント改善して2.98％となりました。
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●金融再生法に基づく不良債権と特別積立金等の備えについて
　金融再生法に基づく不良債権額は17,581百万円ですが、この金額がすべて損失につながるものではありません。
担保や保証等による回収見込額が13,134百万円あり、さらに引当基準に従って2,622百万円の貸倒引当金を計上し
ておりますので、保全されていない金額は差し引き1,824百万円となります。また、これに対しましても、特別積
立金等の内部留保が80,340百万円ありますので、備えは十分できております。

剰余金処分後
特別積立金

78,400百万円

利益準備金

875百万円

繰越金（当期末残高）

1,065百万円

金融再生法上の不良債権

担保・保証
等による
回収見込額

貸倒引当金

未保全額

特別積立金等の内部留保

17,581百万円

80,340百万円

1,824百万円
2,622百万円

13,134百万円
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中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組状況

　当金庫は企業が抱えている課題を十分に把握して、営業店
と本部が一体となり、課題解決に向けた経営支援に取組んで
参ります。

　経営改善や資金繰り面に関する支援については融資部内の経営支援担当が、その他の支援については地域振興部
職員が（両部ともに中小企業診断士が在籍）、外部機関・専門家等とも連携し、企業のライフサイクルに応じた経営
支援を推進しております。

1. 中小企業の経営支援に関する取組方針

2. 中小企業の経営支援に関する態勢

●インターネットを活用したビジネスマッチング
　新たな販路や調達先を求める企業ニーズに応えるため、BtoBビジネ
スマッチングサイト『愛知ビジネスパークいざ検索！』を開設し、現在
では県内9商工会議所と5信用金庫と共同運営しております。2020年3
月末現在、参加企業数は626社（内、当金庫取引先259社）を数えます。

●香港フード・エキスポへのブース出展支援
　地元食品関連企業の海外販路拡大に貢献するため、蒲郡市・豊橋市と
も連携し、アジア最大級の総合食品見本市「香港フード・エキスポ」へ
の出展を支援しております。

●自社株評価サービス
　企業の円滑な事業承継を支援するために、コンサルティング会社と業
務提携し、自社株評価と対策を提案するサービスを行っております。

3. 中小企業の経営支援内容

お取引先企業

経営改善や資金繰り面に関する支援業務 付加価値を高めるような支援業務

中小企業
基盤整備機構

名古屋中小企業
投資育成株式会社 中部経済産業局

商工会議所、
大学、地方公共団体

経営革新等
支援機関

中小企業再生支援協議会、
地域経済活性化支援機構

コンサルティング
会社

公認会計士、
税理士

弁護士、
中小企業診断士

外部機関 外部専門家

営業店
当金庫

営業店 営業店

融資部　経営支援担当（中小企業診断士） 地域振興部（中小企業診断士）
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4. 中小企業の経営支援に関する取組状況（金融仲介機能のベンチマーク）

（1）創業支援実績
 2017年度 2018年度 2019年度

創業計画の策定支援先数（第二創業を含む） 56先 53先 46先

創業支援融資先数（プロパー融資） 16先 7先 4先

創業支援融資先数（信用保証付融資） 40先 44先 42先

政府系金融機関や創業支援機関を紹介した先数 0先 12先 8先

（4）中小企業再生支援協議会・地域経済活性化支援機構（REVIC）の利用先数
 2017年度 2018年度 2019年度

中小企業再生支援協議会の利用先数 7先 4先 6先

地域経済活性化支援機構の利用先数 0先 1先 1先

（5）事業性を評価した結果等を通じ、経営改善に向けて対話を行っている企業数
　当金庫は、企業の事業内容や成長可能性等を適切に評価（事業性評価）し、ライフステージに応じた融資や助言
を行うために、「事業性評価シート」を作成し、財務内容には表れない事業内容の理解に努めております。

 2017年度 2018年度 2019年度

事業性評価の結果やローカルベンチマークを示
して対話を行っている先数 313先 352先 436先

事業性評価の結果やローカルベンチマークを示
して対話を行っている先のうち、労働生産性の
向上に資する対話を行っている先数

10先 45先 55先

（3）事業承継支援実績
 2017年度 2018年度 2019年度

事業承継の支援を行った先数 32先 28先 20先

（6）企業の本業支援に関する中小企業支援策の活用を支援した先数
 2017年度 2018年度 2019年度

お取引先の本業支援に関する中小企業支援策の
活用を支援した先数 75先 81先 80先

（2）販路開拓支援実績
 2017年度 2018年度 2019年度

販路開拓支援を行った先数
（地元・地元外・海外別）

地元 地元外 海外 地元 地元外 海外 地元 地元外 海外

42先 0先 6先 109先 0先 13先 91先 0先 14先

　「金融仲介機能のベンチマーク」とは、金融機関が金融仲介機能を発揮して企業の成長や地域経済の活性化に取組
むにあたり、それらを客観的に評価できるよう金融庁が策定した指標です。
　当金庫は資金面のみならず、企業のライフサイクルに応じた経営支援に積極的に取組んでおります。
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金融円滑化に向けた取組

「経営者保証に関するガイドライン」への対応について

　2009年12月に施行された「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（以下、「中
小企業金融円滑化法」という）は、2013年3月末で期限を迎えました。しかしながら、期限到来後も取り組みスタ
ンスにつきましては変わることなく、経営課題に応じた最適な解決策をご提案するなど支援して参ります。

地域金融円滑化のための基本方針

【1】「経営者保証に関するガイドライン」

【2】「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針

【3】「経営者保証に関するガイドライン」への対応実績

　蒲郡信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の
方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取組んでまいります。

１．取組方針
　当金庫は、地元中小企業の皆様、および個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、サポートが必要なお客さまには経営改善
支援を行うことなどが自らの社会的使命と考え、現下の政策課題である中小企業者等の金融の円滑化に真摯に取組んでまいりました。
　お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまで以上に、お客さまの抱えている経営課題等に
ついて、十分に把握したうえで、その解決に向けて、コンサルティング機能を発揮し真摯に取組んでまいります。
　また、経営者保証に関する取組について、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく適切な対応に真摯に取組んでまいります。

２．他の金融機関等との緊密な連携
　当金庫は、複数の金融機関から借入を行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や信用
保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情
報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

　中小企業・小規模事業者等（以下「中小企業」という）の経営者の方々による個人保証（経営者保証）の課題解決を目的に、日本
商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業（債務者）や経営者（保
証人）、金融機関（債権者）の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。2014年2月1日以降、
当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場
合等にこのガイドラインが適用されることとなります。

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の
主旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入や保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しております。
また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイ
ドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めております。

 2019年度実績
新規に無保証で融資をした件数 319件
保証契約を解除した件数 66件
ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数 0件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 4.54%

当金庫では、経営者の方からの貸付条件の変更や「経営者保証に関するガイドライン」に関する
相談窓口を以下のとおりご用意しております。

がましん経営相談センター
フリーダイヤル：0120-691751（平日 9：00〜17：00）
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地域活性化につながる支援活動と地域貢献活動

　地域金融機関として地域活性化につながる様々な取組を展開しております。

●「MIKAWA de じゃんだらりん〜あいちde体験」への協賛
　三河の魅力を多くの人に知ってもらうことを目的に開催されている「MIKAWA de じゃんだらりん～あいちde体
験」に協賛しております。
　開催期間中は各部店でポスターを掲示するなど積極的にPR活動をするとともに、当金庫職員も休日を利用して各
種イベントに参加しました。

●地域の名物料理開発支援
　蒲郡市の町おこしイベント「がまごおり深海魚まつり」で、当金
庫が開催した「学生アイデア料理コンテスト発表会」で入賞した「タ
カアシガニのブイヤベース」と「ニギスDE変わりごはん」の販売協
力を行いました。

地域の取組に参加

●蒲信育英会
　1964年10月、優秀な地元の学生に対して奨学金を支給する公益財団法人蒲信育英会を設立しました。以来、多
くの学生を援助し、有為な人材の育成に貢献しております。

●地元のプロバスケットボールチームを支援
　バスケットボールを通じてコミュニティ社会の創造とその拡大に
よる社会への貢献を目指して、三遠地域（豊橋市を中心とした愛知
県東三河地域と、浜松市を中心とした静岡県遠州地域）を基盤とす
るプロバスケットボールチーム「三遠ネオフェニックス」を地元企
業とともに支援しております。

教育・スポーツ活動の支援

●「第7回がましん杯争奪　少年軟式野球選手権大会」を開催
　スポーツを通して、地域の将来を担う児童の健全な心身の育成を目指し、東三河の少年軟式野球大会を支援して
おります。

地域の将来を担う「子どもたち」のために

●「がましん三河湾浄化運動」の実施
　1992年より毎年1回、役職員による清掃活動を蒲郡の竹島海岸・竹島公園周辺や、豊川河川敷、高師緑地公園等
で実施しております。
　この他にも「環境清掃美化の日」を毎月1回定め、店舗周辺の清掃活動を始業前に実施しております。

ボランティア活動

●「がましん景況レポート」の発行
　地域の景気動向アンケートの結果を取りまとめた「がましん
景況レポート」を四半期ごとに作成して配布しております。
　なお、本レポートはリニューアルを予定しております。

地域への情報発信
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リスク管理強化のために

　金融の自由化、国際化の進展やＩＴ化による金融技術の発達などにより、金融機関の業務はますます多様化し、
ビジネスチャンスが拡大する一方で、管理するリスクも複雑かつ多岐にわたっています。
　当金庫は、このような状況を十分認識のうえ、経営の健全性維持と安定した収益性・成長性の確保を目指し、様々
なリスクを統合的に管理する態勢の充実・強化を図るため「統合的リスク管理基本方針」並びに、「リスク管理規程」
を制定しているほか、リスクカテゴリーごとの管理要領や準則も整備しています。
　また、実効性あるリスク管理を実現するため、リスク管理委員会並びにその下部組織として、以下に掲げる小委
員会を設置し、リスク管理の高度化を目指すとともに、リスクへの備えに万全を期しております。

コンプライアンスを含めたリスク管理に係る組織体系図（2020年6月末現在）

リスク管理委員会
リスク統括部（事務局）

市場関連リスク
流動性リスク

リスク管理小委員会
【担当部】
◎経営企画部（事務局）
　リスク統括部　
　業務推進部
融資部
　資金運用部
　国際部

信用リスク

信用リスク小委員会
【担当部】
◎融資部（事務局）
　経営企画部
　リスク統括部
　業務推進部
　資金運用部
　国際部

その他リスク
システムリスク
事務リスク

【担当部】
◎事務統括部（事務局）
　経営企画部
　リスク統括部　
　業務推進部
　総務部
　人事部
マネー・ローンダリング対策部

コンプライアンス

監査部による内部監査

運営小委員会
【構成】
　本部各部長
　リスク統括部（事務局）

理 事 長

専務理事
常務理事
常勤理事
常勤監事

コンプライアンス
運営委員会

リスク統括部（事務局）

常勤理事会

総代会

理事会 監事会

副理事長

オペレーショナル・リスク小委員会

対象リスク 具体的な内容

市場関連リスク
金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が
変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクをいいます。当金庫では、市場
金利の変動や調達資金と運用資金の満期日のズレ、金利感応度の違い等によるリスク量や収益への影響度を把握・分析
しながら安定的な収益確保に努めております。

流動性リスク

資金繰りリスクと市場流動性リスクがあります。資金繰りリスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金
の流出などにより、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされるこ
とにより損失を被るリスクをいい、市場流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、
通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。当金庫では、保有資
産の流動性を管理するとともに、余裕をもった資金繰りを行っております。

信用リスク
貸出先や投資先の業況悪化等により、債権の元本及び利息が回収できなくなるリスクをいいます。当金庫では、業務推
進部門と審査部門を分離し、厳格な審査管理態勢をとるとともに、クレジットラインの決定要素となる信用格付制度の
運用、あるいは債権管理に関する会議を設け、信用リスク量を把握しております。

事務リスク
正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクをいいます。当金庫では、事務統括部
による臨店事務指導を通じて、事務ミス・事故の未然防止を図るとともに、内部研修等により事務処理能力の向上に努
めております。さらに、監査部による総合監査により、事務リスク管理態勢の有効性と適切性を検証し、事務の正確性
維持及び事故防止を図っております。

システムリスク
コンピュータシステムの障害又は誤作動等、システムの不備、不正利用等により損失を被るリスクのことです。監査部
による監査を行っているほか、設備機器の二重化等を図るとともに、「BCP対策マニュアル」等に基づきシステムの障害
に備えております。

その他リスク 上記以外の、人的リスク、風評や災害・犯罪などのリスクについてもオペレーショナルリスクの一環として対策を検討
しております。

各種リスクの内容について
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コンプライアンス（法令等の遵守）態勢強化のために

　金融機関を巡る経営環境は、規制緩和の急速な進展と、市場原理の導入により著しく変化しています。特に、信
用金庫は営業地域が限定された金融機関であり、地域社会の信用・信頼が存立基盤となっています。当金庫は、金
融機関のもつ社会的責任と公共的使命を自覚して健全・堅実な業務運営を確保し、地域社会の発展に貢献するため、

「コンプライアンスに裏付けられた内部管理態勢」の確立を経営の重要課題に掲げております。
　私どもは、蒲郡信用金庫行動綱領を遵守して、お客さまからの信用・信頼にお応えして参ります。

　当金庫は、法令や社会規範の遵守はもとより、当金庫の基本方針ならびに経営理念に基づき、地域から信頼され
存在価値が高まるよう、コンプライアンスに関する諸問題の未然防止や実効性ある改善対策を講ずるための基本規
程として、「コンプライアンス運営規程」を制定しています。
　運営体制面では以下の組織を設け、また、各職場の研修等を通じコンプライアンスの徹底に努めております。

蒲郡信用金庫行動綱領
１．信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任
２．質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
３．法令やルールの厳格な遵守
４．地域社会とのコミュニケーション
５．人権の尊重

６．従業員の働き方、職場環境の充実
７．環境問題への取組み
８．社会参画と発展への貢献
９．反社会的勢力との関係遮断、
　　テロ等の脅威への対応

コンプライアンス運営委員会 理事長を委員長とし、常勤理事会メンバーとリスク統括部長を委員とする委員会を設置、
積極的にコンプライアンスに取組んでおります。

コンプライアンス運営小委員会
リスク統括部長を委員長とし、本部各部長をメンバーとする小委員会を設置、各部及び
各営業店におけるコンプライアンスに関する実情等を調査・把握し、対処方針等を運営
委員会へ具申しております。

リスク統括部
コンプライアンス統括部署として、コンプライアンス・プログラムの管理やコンプライ
アンスに関する臨店指導の実施等を行っております。また、コンプライアンス運営委員
会および同小委員会の事務局となっております。

コンプライアンス担当者
リスク統括部にコンプライアンス専担者を配置するとともに、本部各部及び、各営業店
の次席者をコンプライアンス担当者に任命し、コンプライアンス重視の観点から、職場
内における教育・指導・研修等を行っております。

　当金庫では、反社会的勢力からの不当要求に対し、これを断固として拒絶することを目的として基本方針
を定めました。また、本部・営業店に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第14条第1項に
規定する不当要求防止責任者を配置しております。

  反社会的勢力に対する基本方針  
私ども蒲郡信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的
勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
2.   当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題

解決に努めます。
3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行ないません。
4.   当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士な

どの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
5.   当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断

固たる態度で対応します。
2009年12月1日

反社会的勢力への対応
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顧客保護等管理態勢の構築

　当金庫では、お取引していただいているお客さまの保護と利便性向上を目指して「顧客保護等管理方針」などに
基づき業務の健全性と適切性の確保に取組んでおります。

顧客保護等管理方針
1.   当金庫は、お取引していただいているお客さまの保護及び利便性の向上を達成するために、業務の健全性及び適切性

を図ります。
2.   与信取引、預金等の受入れ、商品の販売、仲介、募集等及びその他お客さまとの間で業として行われる取引に関し、

お客さまに対する説明を適切かつ十分に行います。
3. お客さまからの問い合わせ、相談、要望及び苦情への対処を適切かつ迅速に処理します。
4. 顧客情報管理の適切性を確保し、お客さまの情報等の漏えい防止に努めます。
5.   業務を外部委託する場合は、外部委託先の業務遂行の的確性を確保し、顧客情報やお客さまへの対応を適切に行うよ

うに委託先の管理を行います。
6.   当金庫又は関連会社による取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されることのないように利益相反の管理を強化し

ます。
7. その他、当金庫の業務に関し、顧客保護や利便性の向上のために必要な管理等を適切に行います。

利益相反管理について
　当金庫は、信用金庫法及び金融商品取引法等に基づき、当金庫及び関連会社がお客さまと行うお取引にあたり、お客さ
まの利益が不当に害されることのないように、利益相反のおそれのある取引を営業部門から独立して設置された管理部署
が、一元的に管理します。
　また、利益相反管理について定められた法令及び庫内規程等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修を行うとと
もに、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期的に検証します。

個人情報保護への取組み
　当金庫では、お客さまからの信頼を第一と考え、個人情報（個人識別符号を含みます。）の適切な保護と利用を図るた
めに、「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」を定め、その内容をホームページ・パンフレット等で公表いたして
おります。
　また、お客さまの個人データにつきましては、漏えい、滅失などの事態に陥らないよう、各部店の個人データ管理者の
指示により、定期的に個人データの点検を実施したり、研修会を開催するなどして安全管理に向けて鋭意取組んでおりま
す。

当金庫ホームページ　https://www.gamashin.co.jp/

振り込め詐欺救済法について
　振り込め詐欺が依然として発生しています。
　ご注意ください！

《被害にあわないために》
　「すぐに振り込まない。一人で振り込まない。」
　まず、事実を関係者に確認するとともに、身近な人、最寄りの交番・警察署、もしくは、当金庫の本支店窓口で、お振
込みをする前にご相談ください。
　「振り込め詐欺救済法（犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律）」は平成20年6月
21日に施行され、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座に振り込まれ、残っている犯罪被害金について、被害者
への返還手続等を定めた法律です。
◎万一、被害にあわれた場合

（1）  当金庫の口座へ振込みをされた方  
18ページ記載の「がましん振り込め詐欺被害者コールセンター」にて、ご照会やお支払申請等を受付けいたします。

（2）  当金庫の窓口やATMから他金融機関の口座へ振込みをされた方  
被害者救済のため、本支店の窓口及び上記コールセンターにて、犯罪被害資金の返還手続についてご説明いたしま
すので、お気軽にご相談ください。

THE GAMAGORI SHINKIN BANK17



金融ADR制度への対応

　金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成21年6月24日公布）により、金融商品取引法及び信用金庫法等が
改正され、以下のとおり金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度のことで、ADRとはAlternative 
Dispute Resolutionの略です）の対応をいたしております。

【苦情処理措置】
　当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、内部管理態勢等を整備して苦情等の解
決を図り、お客さまの信頼性の向上に努めております。その内容はホームページ、パンフレット等で公表いたしております。
　苦情は、当金庫営業日（9時～17時）に各営業店（連絡先はP.28をご参照）又は「がましん相談センター」
　（0120-115759・フリーダイヤル）にお申し出ください。

【紛争解決措置】
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記「がましん相談センター」又は「全国しんきん相談所」（信用金庫営業日9
時～17時、電話：03-3517-5825）にお申し出があれば、愛知県弁護士会（電話：052-203-1777）等又は、東京弁護士会

（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲
裁センター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
　なお、前記東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さ
まのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士
会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法（移管調停）があります。ご
利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会・「全国しんき
ん相談所」又は「がましん相談センター」にお尋ねください。

▼ご意見・ご要望・その他商品に関するお問い合わせ等は・・・

がましん相談センター  0120-115759
　　　  （平日 9：00〜17：00）

▼キャッシュカード・通帳等の紛失・盗難・偽造に関するご相談は・・・
平　日 8：45〜17：30 お取引店へご連絡ください
平　日 17：30〜翌日8：45 信金監視センター

052-203-8299土・日・祝日 終　日
▼インターネットバンキング・ファームバンキングに関するお問い合わせは・・・

がましんIBヘルプデスク  0120-255273
　　　（平日 9：00〜17：00）

▼経営相談・ご融資の返済に関する各種ご相談は・・・

がましん経営相談センター  0120-691751
　　　  （平日 9：00〜17：00）

▼振り込め詐欺救済法のご照会・ご相談は・・・

がましん振り込め詐欺被害者コールセンター 0533-69-8184
（平日 9：00〜17：00）

▼日曜日にローンや資産運用に関するご相談・お申し込みなどを承ります。

がましん休日相談プラザ

曙支店（豊橋市）　　　毎週日曜日　（10:00〜17:00）
（1月と5月の第1日曜日と12月31日は除きます） 0532-46-7281
本店営業部（蒲郡市）　第1・3日曜日（10:00〜12:00　13:00〜17:00）

（1月と5月の第1日曜日は除きます） 0533-68-2121
豊川支店（豊川市）　　第2・4日曜日（10:00〜12:00　13:00〜17:00）
※本店営業部と豊川支店は12:00〜13:00は昼休みとなります。 0533-85-1161

▼年金に関するご相談も承っております。（予約制）
　社会保険労務士による「がましん年金相談」を無料で行っております。年金に関することなら何でもご相談に応じておりま
すので、これから年金をお受け取りになる方はもちろん、すでに受給されている方も、お気軽にご相談ください。
◎お問い合わせ・ご予約は・・・・・各開催店舗または当金庫ホームページまでお願い申し上げます。

各種ご相談についてのお知らせ ＊詳しくは、各営業店窓口にお問い合わせください。
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経営モニター制度

　当金庫では、出資会員の皆さまの中から「経営モニター」を選定し、当金庫の経営に関して定期
的にご意見をいただき、これを総代会および当金庫の経営に反映させております。
　以下に、2019年度に頂戴したご意見の一部をご紹介いたします。

頂戴したご意見 当金庫の対応

窓口でのお客さま対応について

　窓口が混雑している時には、他の職員
が受付だけでもしていただいた方が良い
と思います。 ▶ 　貴重なご意見ありがとうございます。お客さまをお待たせし

ない窓口を心掛け、必要に応じて臨機応変な対応ができますよ
う営業店を指導して参ります。

商品や手続きの説明について

　事務手続きを行う際に、当初求められ
た書類や印鑑に後から追加を求められる
ことがありました。なぜ変更や追加に
なったのか、十分な説明がなされなかっ
たことがありました。

▶
　不十分なご説明によりお客さまにご不満を感じさせることと
なり、誠に申し訳ございませんでした。本部での集合研修や各
営業店での店内勉強会を通じて各種商品や事務手続きを習熟し、
お客さまにわかりやすいご説明ができるよう努めて参ります。

渉外担当者の対応について

　10～20年前の担当者に比べ、最近の
担当者からは「御社の事業内容を詳しく
説明して欲しい」、「工場見学をさせて欲
しい」といった声を聞くことが少なくな
り、残念に思います。

▶
　貴重なご意見をありがとうございます。お客さまについて理
解を深めることが営業の第一歩であることを肝に銘じ、改めて
若手職員の指導・教育を徹底して参ります。

商品・サービスについて

　年金受給者向けのプレゼントは、もっ
と目新しいものにしていただきたいです。▶ 　貴重なご意見をありがとうございます。予算等に制約はござ

いますが、多くのお客さまのご期待に沿えるようなプレゼント
の企画に努めて参ります。

地域貢献活動について

　三河湾浄化運動はとても良い取組だと
思いますので、もっと地域へPRした方
が良いと思います。 ▶

　当金庫の地域貢献活動を高くご評価していただき、ありがと
うございます。当金庫の活動を地域の皆さまに一層理解してい
ただけますようPRを強化していくとともに、新たな地域貢献
活動も検討して参ります。

情報開示について

　ディスクロージャー誌に、専門用語で
書かれて解りづらい表現のところがあり
ます。 ▶ 　ご意見ありがとうございます。平易な表現を心がけ、専門用

語には注釈を記す等、皆さまにより当金庫についての理解を深
めていただける親しみやすい紙面づくりに努めて参ります。

蒲郡信用金庫への期待について

　取引を深めるためには、取引先の事業
を理解しようと何度も足を運び、対話を
することが大切だと思います。当社をよ
り理解していただくために、もっと対話
をしてもらいたいです。

▶
　当金庫にご期待を寄せていただき、誠にありがとうございま
す。おっしゃられます通り、お取引先との関係を深めるために
は、多くの対話を通じて事業内容を理解することが重要である
と考えております。今後もお取引先のもとへ足しげく訪問し、
地道に対話を重ね、少しでも貢献できるよう努めて参ります。
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人材マネジメント

　コンプライアンス問題や各種リスクに対する万全の対応が求められるなど、金融機関の業務はますます高度化・
専門化しております。これらに対応するため、活気ある職場環境づくりと金融業務研修、自己啓発のサポートをし
ながら、人材の育成に組織をあげて取組んでおります。

　育児や介護などの家族的責任への配慮から、職員一人ひとりが多様な働き方をできるよう、ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と家庭生活との調和）の実現に向けた取組をしております。
　また、奨学金を返済している職員を対象とした「奨学金返済支援制度」や、勉学意欲の高い高卒職員を対象とし
た「通信制大学卒業資格取得助成制度」を設け、職員の意欲向上を図っております。

　お客さまにご満足いただける金融サービスの提供を目指して、各種公的資格の積極的な取得や研修制度の充実に
努めております。

●CISマイスター認定制度
　顧客感動満足（Customer Impressive Satisfaction）向上を目指して、職員を支援する「CISマイスター認定制
度」を導入し、女性職員のスキルを磨くとともに、女性マネージャーの育成や快適なワーク・ライフ・バランスの
実現を目指しております。

●主な業務関連資格等保有者数 （2020年3月末現在）
資格等 人数

中小企業診断士 13
社会保険労務士 4
行政書士 5
宅地建物取引士 47
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 9
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 222
1級金融窓口サービス技能士 1
2級金融窓口サービス技能士 14
CFP（日本FP協会） 2
AFP（日本FP協会） 14
コンプライアンスオフィサー1級 10
コンプライアンスオフィサー2級 166
個人情報保護オフィサー1級 2
個人情報保護オフィサー2級 99
衛生管理者 6
農業経営アドバイザー 4
情報処理安全確保支援士 1

●長期外部派遣研修実績（累計）
研修内容 派遣先等 人数

中小企業診断士養成 中小企業大学校 17
外国為替（海外） Union Bank of California他 5
外国為替（国内） 三菱UFJ銀行他 28
FP養成 きんざいFPスクール他 14
信託業務 三菱UFJ信託銀行他 3
信金経営研究 信金中金総合研究所 1
余資運用力強化トレーニー 信金中金証券業務部他 2
信用金庫調査実務研修 信金中金総合研究所 1
企業調査講習会 みずほ銀行 11

●2019年度の土曜勉強会の開催内容
年月日 講座名

2019年 
 8月24日

『当金庫の金融犯罪にかかるリスク評価書（特定事業
者作成書面）について』

11月 9日 『コンプライアンス研修』（各種ハラスメントの防止）
12月14日 『ハノイ元駐在員から見たベトナムの一般概況』
2020年 
 1月25日 『消費税増税の影響と東京五輪後の経済展望』

 2月15日 『顧客に寄り添う「本業支援」とは～オカビズの事例
に学ぶ～』

働きがいのある職場環境づくりへの取組

職員の能力アップを目指した各種の取組
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総代会について

●総代会制度について
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」
の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大
の価値とする協同組織金融機関です。したがって、
会員は出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち、
総会を通じて当金庫の経営に参加することとなりま
す。しかし、当金庫では、会員数がたいへん多く、
総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、
会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保す
るため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、定款の変更、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、
総代会は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等に配慮し、
選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員会を設け、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により
運営されます。
　さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、お気づき箱の店頭設置、電子メールや電話などによる意見・
要望・苦情窓口の設置、経営モニター（会員）向けアンケートを実施するなど、日常の事業活動を通じて、総代や
会員とのコミュニケーションを大切にし、様々な経営改善に取組んでおります。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

●総代とその選任方法
（1）総代の任期・定数
　総代の任期は3年です。
　2012年4月以降、新たに就任する総代の年齢は就
任時点で原則満70歳未満とし、定年は満80歳です。
　ただし、任期の途中で定年に達したときは、その
任期の終了をもって退任とします。
　総代の定数は、120人以上150人以下で、会員数
に応じて各選任区域ごとに定められております。
　なお、2020年5月31日現在の総代数は138人で、
会員数は51,360人です。

（2）総代の選任方法
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫
の経営に反映する重要な役割を担っております。そ
こで総代の選考は、下記の総代候補者選考基準に基
づき、次の３つの手続きを経て選任されます。
①  総代会の決議により、会員の中から総代候補者選

考委員を選任します。
②  選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が

総代候補者を選考します。
③その総代候補者を会員が信任します。
　（異議があれば申し出ることができます。）

  総代候補者選考基準  
1. 資格要件

（1）当金庫の会員であること
2. 適格要件

（1）総代としてふさわしい見識を有している人
（2）良識をもって正しい判断ができる人
（3）  人格に優れ、金庫の理念・使命を十分に理

解している人
（4）地域の事情に明るく、信望の厚い人
（5）その他総代候補者選考委員が適格と認めた人

総代会の仕組み

会　　員

総代候補者を選考

会員の総意を適正に反映するための制度

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です

決算に関する事項
理事・監事の選任等
重要事項の決定

総　代
候補者選考委員

総代会 総　代

選考委員を委嘱 総代を委嘱

●総代が選任されるまでの手続き

①総代候補者選考委員の選任

地区を8区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから
総代候補者選考委員を委嘱

③総代の選任

上記②以下の手続きを経て

会員から異議がない場合
又は異議の申出をした者
が選任区域の会員数の
1／3に達しない総代候
補者

選任区域の会員数の1／3以上の会員
から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補の
数が選任区域の
総代定数の1／2
以上

当該総代候補の
数が選任区域の
総代定数の1／2
未満

欠員
（選考を行わない）

他の候補者を
選考

②総代候補者の選考
総代候補者選考委員が総代候補者を選考

理事長に報告

総代候補者の氏名を、1週間以上店頭掲示

上記掲示についてホームページに公告（電子公告）

異議申出期間（公告後2週間以内）

理事長は総代に委嘱

総代の氏名を店頭に1週間以上掲示

総代候補者選考委員の氏名を店頭に掲示
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  第72期通常総代会決議事項等  　開催日／2020年6月17日
1. 報告事項
　第72期 業務報告、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
1. 決議事項

（1）剰余金処分案承認の件
（2）店舗統廃合に伴う定款一部変更の件
（3）理事選任の件
（4）監事選任の件
（5）役員賞与の支給の件
（6）退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

総代のご紹介　総代氏名（敬称略）各区域ごとに50音順にて掲載しております。� 2020年5月31日現在

区　　域 （定数）
現総代数 総　代　氏　名　（氏名の右横の数字は就任回数）

第１区 （25）
24

浅 沼 忠 幸②　　味 岡 　 正⑦　　井 立 政 伸④　　井立雄二郎②　　伊 藤 　 將④
今 泉 泰 伸⑤　　梅 田 重 則③　　梅 村 和 弘⑥　　大竹平一郎⑧　　小 澤 素 生⑤
加 藤 利 宏④　　小 池 高 弘⑦　　小 林 　 強②　　近 藤 克 義⑧　　清 水 孝 人⑥
清 水 當 之②　　下 郷 　 宏⑥　　鈴 木 健 吉③　　鈴 木 康 仁①　　中 野 房 子②
平 野 公 男⑤　　藤田喜一郎⑥　　牧 野 孝 彦⑤　　松 井 慈 行④　　　　　　　　

第２区 （14）
13

市 川 克 之③　　尾 﨑 　 昇⑦　　木 俣 順 生②　　小 島 章 護③　　近 藤 昌 泰④
志 賀 弘 嗣⑩　　島 田 光 孝⑧　　竹 内 康 彦⑥　　丹 羽 恒 夫⑧　　細 井 次 郎④
牧原孝二郎⑤　　松 下 京 輔⑤　　水 野 良 三②　　　　　　　　　　　　　　　　

第３区 （15）
15

安 藤 寛 一①　　稲 吉 弘 之⑤　　犬 塚 哲 雄②　　栗 巣 野 勉③　　黒 柳 　 治②
杉 浦 義 浩②　　高 橋 靖 治①　　田 辺 一 雄①　　鳥 居 幹 男②　　野 田 道 明②
萩 原 啓 至②　　服 部 良 男⑦　　本 多 寛 行①　　牧 　 敏 春②　　山 﨑 　 満⑦

第４区 （11）
11

石 本 健 一⑥　　河 合 利 則③　　川 口 敏 郎③　　木 村 守 雄⑨　　柴 田 　 登⑤
土 井 文 雄⑨　　久 田 昭 彦⑩　　藤 城 正 行⑥　　古橋雄太郎①　　山 田 俊 郎②
渡 會 一 昭⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５区 （31）
28

青 木 公 貞⑥　　縣 　 保 彦③　　浅 沼 　 明⑥　　伊 藤 　 晃⑤　　稲 垣 雅 宣②
岩 田 順 治⑭　　大 場 　 太①　　大 林 孝 一②　　岡 田 　 實⑭　　岡 本 久 永⑤
神 野 吾 郎④　　神田新一郎②　　小 松 義 博④　　坂 神 宏 哉②　　杉 浦 良 雄⑫
髙 木 正 幸②　　髙 澤 博 久⑦　　豊 田 勝 己⑤　　鳥 井 羊 一②　　中 尾 元 貴①
野 田 正 月⑤　　林 　 伸 之④　　藤 城 民 男②　　藤 原 俊 男④　　堀 本 貞 臣⑪
牧 野 　 渉④　　町 　 信 雄②　　村 田 幹 雄②　　　　　　　　　　　　　　　　

第６区 （24）
24

赤 井 知 久②　　安 達 輝 明⑫　　石 川 昌 司②　　伊 東 孜 達③　　大 羽 正 人⑤
金子堅太郎⑥　　川 西 克 司⑥　　木 藤 守 人①　　国 岡 洋 介⑩　　小 島 　 晃④
児 玉 光 男②　　杉 浦 　 均⑦　　惣 田 敏 和④　　髙 崎 安 民⑩　　鳥当ときわ⑥
西 　 義 雄⑤　　幡 野 正 二③　　濱 田 良 雄②　　彦 坂 彰 一①　　彦 坂 昇 二④
福 井 　 敬②　　村 井 守 男⑪　　山 内 一 彦⑥　　山 本 重 夫①　　　　　　　　

第７区 （15）
14

西 郷 行 彦①　　佐 竹 宏 仁②　　髙 木 香 苗③　　竹 内 幹 尚①　　土 井 義 昭⑩
中 西 功 帯①　　根 木 明 彦⑦　　羽田野正之④　　藤 野 和 裕②　　本 多 克 弘⑦
山 田 末 雄⑨　　山 本 浩 史①　　吉 川 弘 次④　　米 山 佳 一④　　　　　　　　

第８区 （9）
9

飯 島 浩 司①　　岡 田 治 朗②　　景 山 清 司①　　小 山 芳 徳②　　中 島 守 彦⑪
平 林 　 純⑤　　嶺 木 昌 行⑥　　安 井 　 忠④　　和久田修志②　　　　　　　　

合　計 （144名）
138名  

職業別 法人役員 92.8％ 個人事業主 6.5％ 個人 0.7％ 　

年代別 70代以上 61.6％ 60代 27.5％ 50代 9.4％ 40代・30代 1.4％

業種別

畜産農業 1.4％ 建設業 14.5％ 製造業 39.9％ 運輸業 3.6％

卸売業・小売業 18.1％ 不動産業 10.9％ 宿泊業・飲食業 0.7％ 医療・福祉 1.5％

サービス業 8.7％ 無職 0.7％ 　
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取扱業務のご紹介（2020年6月末現在）

●主な預金商品
種　類 内容と特色 期　間 預入金額

普通預金
給与、年金の自動受取り、公共料金の自動支払、キャッシュ
カードのセットでATMからの出し入れも自由にでき、大変便
利な預金です。 出し入れ

自由 1円以上

 無利息型
普通預金 預金保険制度により全額保護されますが、お利息はつきません。

総合口座
便利な普通預金と有利な定期預金・定期積金を1冊の通帳でご
利用できます。しかも、お預け入れ定期性預金残高の90％、
最高200万円まで自動的に融資され、イザという時安心です。

－

普通預金
1円以上
定期性預金
10,000円以上

貯蓄預金
＜お得だね＞ 預金残高の金額階層別に5段階の金利で、とても有利です。 出し入れ

自由 1円以上

当座預金 商取引等に必要な資金管理と、手形や小切手の支払が利用でき
ます。

出し入れ
自由 1円以上

納税準備預金 納税を目的とした預金で非課税です。 納税のためなら
いつでも 1円以上

通知預金 まとまった資金の短期間運用に適しています。 7日以上 10,000円以上

スーパー定期 個人の方で3年以上の複利型を選択すると一部解約も可能です。
安心・有利に運用できます。

1ヵ月以上
5年以内 1,000円以上

大口定期預金 財産運用に有利な預金です。 1ヵ月以上
5年以内 1,000万円以上

定額複利預金
＜選択自在＞

ご利用は個人の方に限ります。据置6ヵ月経過後は解約自由。
半年複利で預入期間が長いほど金利が高くなる有利な預金です。

6ヵ月以上
5年以内

10,000円以上
1,000万円以内

期日指定定期預金
ご利用は個人の方に限ります。1年複利で有利です。据置期間
の1年を経過すれば最長預入期間の3年までの間の任意の日を
満期日として、必要な額（一部も可）がお引き出しになれます。

1年以上
3年以内

1,000円以上
300万円未満

変動金利定期預金 適用金利が6ヵ月ごとに変動します。
個人の方の3年ものは半年複利でご利用できます。 1年・2年・3年 1,000円以上

スーパー積金 一定金額を一定期間、毎月または隔月に積み立てていく商品で、
お客さまの貯蓄プランをお手伝いします。

6ヵ月以上
5年以内 10,000円以上

財形貯蓄 お勤め先との提携による財形制度で、給与・ボーナスからの天
引き積立で無理なく貯められます。

一般財形
3年以上

年金・住宅財形
5年以上

1,000円以上

教育資金贈与
専用預金
＜孫心口座＞

直系尊属（曽祖父母、祖父母、父母等）から贈与契約書により
教育資金を受贈した30歳未満の個人の方（お1人1口座でかつ
1金融機関の1支店限定）に限りお預けできます。

口座開設可能期間は、
2021年3月31日

まで

1円以上
1,500万円以内

後見支援預金
後見制度をご利用の被後見人の財産を安全に保護・管理するた
め、家庭裁判所の「指示書」によって、後見人が利用できる普
通預金です。

家庭裁判所の
「指示書」に基づき

出し入れ可能
1円以上

がましんオープン
外貨定期預金

ご利用は個人の方に限ります。お取扱い通貨は、米ドルとユー
ロです。自動継続扱いで便利です。

1ヵ月、3ヵ月、
6ヵ月、1年

1,000米ドル以上
10万米ドル未満
10,000ユーロ以上
10万ユーロ未満

預金業務

THE GAMAGORI SHINKIN BANK23



●主な融資商品
商品名 お使いみち 融資金額 利用期間

個
人
向
け
住
宅
関
連

住宅ローン
住宅の新築、購入（中古も含む）
増改築、マンション、住宅用地の
購入・借換等

1億円以内 35年以内

住宅購入諸費用ローン （1）住宅の取得に必要な諸費用
（2）住宅購入資金の一部資金

（1）50万円以上
　  300万円以内

（2）50万円以上
　  500万円以内

・融資金額200万円以内
　　6ヵ月以上10年以内
・融資金額200万円超500万円以内
　　6ヵ月以上15年以内

耐震あんしんローン 住宅の耐震補強工事等 10万円以上
700万円以内

6ヵ月以上10年以内
（5年超は融資金額200万円以上の

場合）
がましん無担保住宅借換
リフォームローン

「2000万円口」

他金融機関の住宅融資の借換え及
びリフォーム資金

10万円以上
2,000万円以内

（自営業者は1,000万円以内）
6ヵ月以上20年以内

個
人
向
け
消
費
関
連

しんきん「フリーローン」 お使いみち自由です
（事業資金にも利用可能）

500万円以内 3ヵ月以上10年以内

カードローン
「ワイド500」

お使いみち自由です
（事業資金・旧債返済を除く）

100万円・200万円
300万円・400万円
500万円の5コース

1年

カードローン
「きゃっする」

お使いみち自由です
（事業資金を除く）

50万円以内・100万円
以内・200万円以内・

300万円以内・400万円
以内・500万円以内の 

6コース

3年

カーローン
「マイカーローン」

新車、中古車の購入（二輪車含む）、
車検、修理費用、免許取得費、他
金融機関等の借換資金、カー用品
購入資金、残価設定型ローン借換
資金等

10万円以上
1,000万円以内 6ヵ月以上10年以内

フリーローン
「パワフル1000」

お使いみち自由です
（事業資金・旧債返済を除くが、他の金融
機関・信販系・クレジット等の借換資金も
利用可能）

10万円以上
1,000万円以内

（専業主婦・パートの方は30万円以内）
10年以内

フリーローン
「オールマイティー」

お使いみち自由です
（事業資金・他金融機関等の借換資金にも
利用可能）

10万円以上
500万円以内

（1万円単位）

6ヵ月以上10年以内
（1ヵ月単位）

学資ローン
（レギュラータイプ）

入学時、在学時に必要とする
教育費用等 1,000万円以内 3ヵ月以上16年以内

事
業
者
関
連

セイフティライン
（貸付専用型当座貸越） 事業用の運転・設備資金 100万円以上

2億8,000万円以内
1年又は
2年契約

ビジネスカードローン 事業用の運転・設備資金 100万円以上
2,000万円以内

1年又は
2年契約

創業支援ローン「飛翔」 開業資金（運転資金、設備資金） 3,000万円以内
運転資金  7年以内
設備資金 15年以内

（但し、無担保の場合はいずれも5年以内）

ECOビジネスローン

環 境 保 全 に 関 す る 設 備 資 金、
「ISO14001」 認 証 取 得 資 金、
「ISO14001」等認証取得済企業の
運転・設備資金

5億円以内
運転資金  7年以内
設備資金 10年以内

（但し、無担保の場合はいずれも5年以内）

ABL「動産・売掛金担保融資」
（貸越専用型当座貸越） 事業資金（旧債返済資金も可） 100万円以上

3,000万円以内 1年

一般のご融資について…………商業手形の割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越につきましては資金のお使いみち、ご返済計
画に合わせてご利用ください。

各種ローン等の…………………
ご利用にあたって

ご契約上の規定、金利、返済方法、利用額にご留意ください。また、金利には変動金利型と固
定金利型の2種類があります。ローンによって金利変動のルールが異なる場合がありますので、
お申込みの際に十分ご確認ください。尚、これら商品へのご質問は当金庫本支店の窓口や渉外
係にお気軽にご相談ください。

融資業務
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取扱業務のご紹介（2020年6月末現在）

　以下の外国為替業務を取扱い、国際化ニーズにお応えしております。

●外貨両替…………………… 海外旅行に必要な米ドル通貨の販売及び買取のお取扱いをしております。

●貿易取引…………………… 輸出手形の買取・取立・輸出金融、信用状の開設・輸入手形の決済・輸入金融、先物為替予約などをお
取扱いしております。

●貿易外取引………………… ご親族等への生活費や学費などの海外への送金及び海外からの資金の受取をお取扱いしております。

●外貨預金…………………… 普通預金と定期預金（米ドル、ユーロ）をお取扱いしております。
＊外貨預金は預金保険の対象外となっております。

●外貨融資…………………… 外貨によるご融資をお取扱いしております。

●外貨宅配サービス………… インターネットにより申し込まれた外国通貨を宅配します。

●貿易･投資相談等 ………… 海外ビジネスサポートデスクにおいて、貿易、海外進出、海外投資についてのご相談をはじめ、海外金
融情報などを提供しております。また、スタンドバイ・クレジット、会員の海外子会社への直接貸出を
お取扱いしております。

◆外国為替のお取扱い���� 各営業店にてお取次ぎいたします。
◆両替取扱店�������� 本店営業部、豊橋支店

その他の店舗でもお取次ぎいたしますので、お気軽にお申し付けください。

国際業務

　証券業務を通じた資金運用・調達のニーズにお応えしております。

●公共債の窓口販売………… 公共債（利付国債、個人向け国債、あいち県民債）を窓口でお取扱いしております。

●投資信託の窓口販売……… 投資信託を窓口でお取扱いしております。
NISA（少額投資非課税制度）口座・ジュニアNISA口座・つみたてNISA口座のお取扱いをしております。

●私募債の受託業務………… 私募債発行の受託会社として、企業の資金調達をお手伝いしております。

証券業務

●生命保険…………………… より豊かな生活設計づくりをお手伝いするため、個人年金保険、一時払終身保険、がん保険、医療保険、
学資保険等をお取扱いしております。

●損害保険…………………… 住宅ローンのご利用者を対象に住宅火災保険と債務返済支援保険、すべてのお客さまを対象に、万一の
ケガに備える傷害保険のお取扱いをしております。

保険業務

相続信託・暦年信託の信託代理店業務をお取扱いしております。

信託代理店業務

個人型確定拠出年金（iDeCo）のお取扱いをしております。

確定拠出年金業務

　公共機関等の代理貸付業務のお取扱い、お取次ぎをしております。

信金中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、
独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構

代理貸付業務
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◇地域の皆さま方の金融機能サービスに対するニーズは多様化・高度化してきており、
　こうしたニーズにお応えできるようサービス業務の充実に努めております。

その他の業務・各種サービス

●内国為替
　送金・振込…………………………
　代金取立……………………………
　為替自動振込………………………

当金庫の本支店をはじめ、全国の金融機関あてにお取扱いできます。
遠隔地支払の手形・小切手などを取立て、指定口座に入金いたします。
家賃や駐車場代、仕送り等、ご希望の指定日に指定金額を毎月自動的にお振込いたします。

●キャッシュサービス……………… がましんのキャッシュコーナーでの預入れ、引出し、通帳記入、残高照会、振込・振替、定期預
金の預入れ、定期積金の掛込み、暗証番号変更のほか、全国の信用金庫、ゆうちょ銀行および提
携金融機関のキャッシュコーナーで現金のお引出しができます。

●ATM休日・時間外手数料 ………
　無料サービス

当金庫キャッシュカード及びローンカードを当金庫店舗内・店舗外ATMにおいて利用される場合、
全日稼動時間内のお引き出し・お預け入れ手数料が無料でご利用いただけます。（キャッシュカー
ドによるお振り込みの場合、振込手数料のみかかります。）
稼動時間は一部の店舗を除き、全日8:00～21:00です。

●しんきんゼロネット………………
　サービス

がましんのキャッシュカードで全国の信用金庫のＡＴＭを手数料無料でご利用できます。
（平日 8:45～18:00の入出金、土曜日 9:00～14:00の入出金）
＊一部の信用金庫では、時間帯によってこのサービスをご利用いただけない場合があります。

●デビットカードサービス………… がましんのキャッシュカードにて「デビットカードお取扱加盟店」でお買物ができます。代金は
お客さまの預金口座から即座に引き落としされます。

●自動受取・自動支払………………
　サービス

給与・賞与、年金、配当金などのお受取りや、公共料金、税金、各種代金などの支払が自動的に
行われます。

●ファーム・ホーム…………………
　バンキングサービス

オフィスのパソコンなどから、振込・振替、残高照会、取引明細照会などができます。給与・賞
与やお取引先へのお振込も迅速・簡単にご利用できます。

●インターネット・モバイル………
　バンキングサービス

NTTドコモ、ソフトバンク、au等の携帯電話・スマートフォンやお手持ちのパソコンからイン
ターネットを通じて、振込・振替、残高照会、取引明細照会などができ、口振振替やお取引先へ
のお振込も迅速・簡単にご利用できます。
ホームページ　https://www.gamashin.co.jp/

●各種料金の電子収納………………
　サービス

インターネットバンキングを利用して、国庫への納付金、ＮＴＴドコモ、ＮＨＫなどの各種料金
を直接払込みできます。（マルチペイメントネットワークによる電子収納サービス）

●でんさいネットサービス………… これまでの手形や売掛債権等の問題点（紛失･盗難やコスト削減）を克服し、パソコン等を利用
して事業資金の決済手段の効率化・円滑化が図れます。

●貸金庫……………………………… 預金証書、株券、権利書、貴金属などを金庫室で安全にお預かりいたします。

●夜間金庫…………………………… 当金庫の営業時間後に売上金などをお預かりいたします。

●スポーツ振興くじの………………
　換金のお取扱い

スポーツ振興くじ（サッカーくじ）の当せん金の換金をお取扱いしております。
（本店営業部、三谷支店、花田支店、小坂井支店）

●代理業務…………………………… 税金の公金収納、その他委託先からの業務をお取扱いいたします。

  サークル活動  
●年金友の会………………………… 当金庫で年金を受給していただいているお客さまの組織で、旅行・暮らしの学校・お誕生日プレ

ゼント等ゆとりある暮らしのお手伝いをしております。

●がましんニュービジネス…………
　クラブ（GNBC）

インクグロウ（株）と提携し、経営セミナー・商談会の開催・情報提供などビジネスチャンスを
サポートします。

  相談サービス  
●年金相談…………………………… 年金に関する様々なご相談、ご質問にお応えできるよう、相談日を設けてお受けしております。

●法律相談…………………………… 法律に関する諸問題について、相談日を設けてお受けしております。

●税務相談…………………………… 税金に関する諸問題について、相談日を設けてお受けしております。

●休日相談プラザ…………………… 毎週日曜日曙支店、第1・3日曜日本店営業部、第2・4日曜日豊川支店(但し、1月と5月の第1日
曜日と12月31日は除く)にて各種ローン、資産運用・活用のご相談をお受けしております。

※各種開催日、開催店をホームページに公表しておりますので、ご利用ください。

THE GAMAGORI SHINKIN BANK 26



手数料一覧（2020年6月末現在）

※下記手数料には消費税が含まれています。

為替手数料

種　　類
内　容

当金庫あて 他行あて
同一店 本支店 電信 文書

振込
手数料

窓口利用
（注）

3万円以上 440円 550円 880円 880円
3万円未満 220円 330円 660円 660円

自動機利用
（現金）

3万円以上 220円 330円 660円 ー
3万円未満 110円 110円 440円 ー

自動機利用
（カード）

3万円以上 無料 無料 550円 ー
3万円未満 無料 無料 330円 ー

為替自動振込
3万円以上 110円 440円 770円 ー
3万円未満 110円 220円 440円 ー

OCR扱い
（登録振込）

3万円以上 220円 440円 770円 ー
3万円未満 110円 220円 550円 ー

インターネット
バンキング

3万円以上 無料 無料 660円 ー
3万円未満 無料 無料 440円 ー

ファーム
バンキング

3万円以上 無料 330円 660円 ー
3万円未満 無料 110円 440円 ー

給与振込
手数料

依頼書扱い 無料 無料 330円 ー
インターネットバンキング扱い
ファームバンキング扱い 無料 無料 165円 ー

代金取立
手数料

当金庫本支店 1枚あたり　　220円

他行あて
同地扱い 1枚あたり　　440円
他所扱い・至急 1枚あたり　1,100円
他所扱い・普通 1枚あたり　　880円

その他
諸手数料

振込・送金組戻料 660円 1,100円
取立手形不渡返却料 660円 1,100円
取立手形組戻料 660円 1,100円
取立手形店頭呈示料 660円 1,100円

地方税取次
手数料

他行あて
（振込書1枚につき）

3万円以上 — 880円
3万円未満 — 660円

（注）  視覚障がいのお客さまの場合は、自動機（ATM）利用扱いの手数料とさせていただ
きます。

融資関係手数料①
種　　類 内　容 金　額

不動産
担保

手数料

新規設定（保証会社の保証付住宅ローンを除く） 担保権1件につき 55,000円
譲受設定 担保権1件につき 55,000円
極度増額 担保権1件につき 55,000円
追加担保 担保権1件につき 55,000円
順位変更 担保権1件につき 11,000円
極度減額 担保権1件につき 11,000円
譲渡（注1） 担保権1件につき 11,000円
担保解除 無料
保証会社の保証付住宅ローン新規設定 担保権1件につき 22,000円

証書貸付
繰上返済
手数料

一部繰上返済（住宅ローン（注2）・
　　　 　アパート資金以外）（注3） 1債務あたり1回につき 5,500円

全額繰上完済（住宅ローン（注2）・
　　　 　　　　アパート資金以外） 1債務あたり 5,500円

一部繰上返済（住宅ローン（注2）・
　　　　　 　アパート資金）（注3）

1債務あたり1回につき
（融資後7年以内）

次の①、②の
いずれか低い金額
①22,000円
②返済元金の
　1％＋消費税

1債務あたり1回につき
（融資後7年超） 5,500円

全額繰上完済（住宅ローン（注2）・
　　　　　 　　　　アパート資金）

1債務あたり
（融資後7年以内） 33,000円

1債務あたり
（融資後7年超） 無　料

証書貸付条件変更手数料（注3）（注4） 1債務あたり1回につき 5,500円
証書貸付期限前弁済手数料（固定金利・固定金利選択型） 1件につき （注7）

債務者変更
手数料

債務者変更（不動産担保設定有り） 1件につき 55,000円
債務者変更（上記以外） 1件につき 11,000円

住宅ローン
（注2）固定
金利選択型
更新手数料

更新時における
固定金利の再選択（注5） 1債務あたり1回につき 5,500円

更新時における
変動金利住宅ローンの選択  無　料

融資関係手数料②
種　　類 内　容 金　額

住宅ローン（注2）の固定金利選択型の特約期間中に
おける金利体系の変更及び金利の更新手数料（注5） 1債務あたり1回につき 5,500円

流動資産担保
管理手数料

流動資産担保融資保証 個別保証 担保権1件につき 5,500円

根保証 担保権1件につき一律（年間） 11,000円
ABL 担保権1件につき一律（年間） 11,000円

アパート資金取扱手数料（新築・中古購入・肩代り・リフォーム資金） 1件につき 55,000円
預金担保手数料（確定日付をとる場合のみ） 1件につき 5,500円
ゴルフ会員権担保設定手数料 1件につき 5,500円
有価証券担保設定手数料 1件につき 5,500円
債務保証書発行手数料（変更保証書の発行を含む） 1件につき 1,100円
貸越専用口座型カードローン（注6）カード発行手数料 1件につき 1,100円
融資証明書
発行手数料

事業性資金 1件につき 11,000円
非事業性資金（住宅ローン（注2）等） 1件につき 1,100円

返済明細再発行手数料 1件につき 1,100円
情報提供書発行手数料 保証契約書1通につき 2,200円

（注1）保証協会への譲渡は除きます。
（注2）保証付住宅ローン及び住宅用資金を指します。
（注3）  一部繰上返済とそれに伴う返済額の変更又は返済期間の短縮が重なった場合は、

一部繰上返済にかかる手数料のみといたします。
（注4）条件変更項目が複数となった場合は5,500円といたします。
（注5）  金利体系の再選択又は変更と金利の変更が重なった場合は11,000円といたします。
（注6）  ワイド500・きゃっする・悠々カード・おまかせ君・ビジネスカードローンを指します。
（注7）  期限前に弁済する元本額×0.5％×期限前弁済日の翌日から最終弁済期限までの期

間に相当する日数（但し、固定金利適用期限のある場合は、その到来期限までの
期間に相当する日数）

でんさいネットサービス手数料
種　　類 金　額

インターネット 窓口
基本手数料（債務者利用の場合のみ）〈月間〉（注1） 1,100円 1,100円

発生記録 当金庫あて 330円 1,100円
他行あて 440円 1,320円

譲渡記録 当金庫あて 330円 1,100円
他行あて 440円 1,320円

分割（譲渡）記録 当金庫あて 330円 1,100円
他行あて 440円 1,320円

保証記録（譲渡記録に随伴しない場合） 330円 1,100円
変更記録（債権内容に係る場合） 330円 1,100円
支払等記録（口座間送金決済以外） 330円 1,100円
でんさい入金手数料（注2） 220円 220円

（注1）債務者利用の場合、初回利用月までは基本手数料は無料です。
（注2）  上記の手数料以外にも手数料及びでんさいネットへの費用がかかる場合がござい

ます。

その他の手数料①
種　　類 内　容 金　額

署名判サービス
ご利用

署名判登録手数料 初回登録/変更時 5,500円
小　切　手　帳 1冊（50枚綴り） 880円
手 　 形 　 帳 1冊（25枚綴り） 660円

署名判サービス
ご利用せず

小　切　手　帳 1冊（50枚綴り） 660円
手 　 形 　 帳 1冊（25枚綴り） 440円

自己宛小切手 1枚につき 550円

電子マネー・チャージ手数料 1万円未満 55円
1万円以上 無料

再発行手数料
（汚損、破損等を除く）

通帳 1通につき

1,100円預金証書 1通につき
キャッシュカード 1枚につき
各種ローンカード 1枚につき

残高証明書発行手数料

自動発行 1枚につき 550円
都度発行 1枚につき 1,100円
金庫所定様式以外 1枚につき 1,100円
監査法人指定書式 1枚につき 3,300円
英文 1枚につき 1,100円

その他証明書 1枚につき 1,100円

個人情報開示手数料 基本開示項目 1枚につき 2,200円
上記範囲を超える場合 3,300円

通帳未記入取引照合表 交付手数料 1件につき 1,100円
交付枚数 1枚につき 110円

口座履歴照会（調査）手数料 調査依頼 1件につき 1,100円
取引履歴明細 1枚につき 110円

後見支援預金 口座開設手数料 1件につき 11,000円
口座管理手数料 年　間 3,300円

国債等口座管理手数料 年　間 無料
OCR連記式基本手数料 1回につき 5,500円
FD・USB・データ伝送振込方式基本手数料 1回につき 4,400円
法人インターネット
バンキング、
ファームバンキング
基本手数料

照会・資金移動（振込・振替）総合
振込、給与・賞与振込、口座振替 月　間 3,300円

照会・資金移動（振込・振替） 月　間 1,100円
個人インターネットバンキング基本手数料 月　間 無料
インターネットバンキングハードウェアトークン発行手数料 1　台 1,100円
がましんテレホン・ファクシミリサービス基本料 月　間 1,100円
貸金庫手数料（電動式・非電動式） タイプにより

（年間）
4,950円～　

33,000円
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三河湾

田原市

豊橋市 湖西市

北区三ヶ日町

西区

浜松市

南区

豊川市

新城市

豊田市名古屋市

岡崎市

蒲郡市
幸田町

西尾市

碧南市
高浜市 安城市

知立市
刈谷市

東浦町

東海市大府市

豊明市

長久手市

日進市
東郷町

みよし市

北設楽郡

蒲郡市
　蒲郡元町出張所
　アピタ蒲郡店
　イオン蒲郡店
　蒲郡市民病院
　フィール蒲郡店
豊橋市
　豊橋駅
◇豊橋市民病院
　ドミー渡津店
　イオン豊橋南店
　アピタ向山店
　スーパーアツミ山田店
共同ATM
　JRセントラルタワーズ／桜通口（名古屋市）
　JRセントラルタワーズ／スカイシャトル（名古屋市）
　中部国際空港セントレア（常滑市）
◇幸田町役場（額田郡幸田町）

●店舗外ATMのご案内
ATM時間外手数料無料

お取扱時間 お引き出し お預け入れ
キャッシュ

カードによる
お振込み

全日稼動
時間内 無料 無料 振込手数料

のみ
※当金庫キャッシュカードご利用の場合に限ります。
※お振込みについては、当金庫所定の振込手数料のみとなります。
※共同ATMコーナーについては対象外となります。

ATM稼動時間
全日／8：00〜21：00

※一部のATMについては稼動時間が異なります。

蒲郡市 本店営業部 神明町4-25 （0533）  68-2121
◇蒲郡市役所出張所 旭町17-1  67-2014

三谷支店 三谷町七舗158  68-3131
形原支店 形原町下屋敷27-1  57-2181
西浦支店 西浦町南馬相27-1  57-2176
大塚支店 大塚町柴垣52-1  59-7131
鶴ヶ浜支店 拾石町宮前37-2  68-1315
三谷北通支店 三谷北通四丁目47-1  69-2161
太陽の家支店 形原町北浜28-5  57-1115
八百富支店 新井町3-21  67-1171

豊橋市 豊橋支店 広小路二丁目6-2 （0532）  52-8101
花田支店 花田一番町78  31-3196
旭支店 舟原町1-1  54-9146
南栄支店 南栄町字空池59-4  45-4195
牟呂支店 東脇二丁目16-15  32-1231
東田支店 上地町140-2  62-6111
曙支店 曙町字測点145  46-7281
岩田支店 中岩田二丁目1-6  63-1311
前田南支店 前田南町二丁目7-1  53-5201

大清水支店 南大清水町字元町
215-1  25-5331

鷹丘支店 忠興一丁目5-17  63-1316
多米支店 多米中町一丁目1-1  63-6861
飯村支店 飯村南二丁目29-11  61-6811
二川支店 大脇町字大脇53-17  41-5454
橋良支店 柱二番町82  48-5011
佐藤町支店 佐藤四丁目1-1  64-9011

豊川市 豊川支店 中央通五丁目12-1 （0533）　85-1161
豊川北支店 三蔵子町一里塚48-1 　84-5161
蔵子支店 蔵子六丁目11-21 　89-4481
国府支店 国府町流霞1 　88-4511
御津支店 御津町西方日暮6-1 　75-3101
小坂井支店 伊奈町新屋70-9 　78-3571

新城市 新城支店 字東入船121-3 （0536） 22-2211

本部／蒲郡市神明町4-25　（0533）69-5311

その他の手数料②
種　　類 内　容 金　額

夜間金庫手数料 追加鞄1個につき月額3,300円
（税込）追加となります。

鞄4個まで（月間） 6,600円
夜間金庫入金帳 １冊（50枚綴り） 11,000円

両替手数料（窓口）

1～50枚 無料
51～500枚 550円

501～1,000枚 1,100円
1,001～1,500枚 1,650円
1,501～2,000枚 2,200円
以降500枚まで毎 プラス550円

両替手数料（自動機）（注）
　両替機利用手数料（両替機専用カード）
　　（1）両替専用カード発行手数料として
　　　  年額26,400円（税込）が必要となります。
　　（2）利用回数は1日2回までとなります。
　　　  （専用カード利用の場合）
　　（3）両替手数料は両替枚数に応じて
　　　 右のとおり必要となります。

1～50枚 無料

51～500枚 500円

501～1,000枚 1,000円

1,001～1,500枚 1,500円

（注）当庫CDカードでの両替機利用料は1日1回50枚まで無料となります。
　　 自動両替機をご利用の場合の手数料は、500円硬貨と100円硬貨のみの受付となります。
　　 また、1件あたりのご両替は、1,500枚までとさせていただきます。
　　 （ただし、1件あたりのご両替が1,000枚までの両替機もございますので、ご了承ください。）

店舗・店外ATM一覧（2020年6月末現在）

●店舗のご案内

田原市 田原支店 田原町稗田76-1 （0531）　22-1131
渥美支店 福江町堂前50-6 　33-0511

岡崎市 緑丘支店 緑丘二丁目9-1 （0564）　53-1321
岡崎南支店 羽根西新町2-16 　53-8771
岡崎北支店 堂前町二丁目2-3 　25-6311
岡崎駅東支店 柱曙二丁目3-5 　58-3671

西尾市 しもまち支店 下町神明下52-2 （0563）　55-0222
幡豆支店 西幡豆町池下2-1 　62-5315

額田郡 三ヶ根支店 幸田町大字深溝字中池田50（0564）　62-6011
名古屋市 東郊通支店 昭和区白金一丁目15-7 （052）871-3701

瑞穂通支店 瑞穂区瑞穂通二丁目40-1 851-7311
名古屋南支店 南区豊三丁目2-1 692-3811
※瑞穂通支店は個人特化型店舗となります

静岡県湖西市 湖西支店 湖西市鷲津1062-17 （053）575-1211

営業地区一覧（2020年6月末現在）

愛知県
蒲郡市､ 豊橋市､ 豊川市､ 新城市､ 北設楽郡、田原市
岡崎市､ 安城市､ 西尾市､ 名古屋市、碧南市､ 高浜市
刈谷市､ 知立市､ 豊田市､ 額田郡幸田町､ みよし市
長久手市､ 日進市､ 豊明市､ 大府市､ 東海市
愛知郡東郷町､ 知多郡東浦町

静岡県
湖西市、浜松市（西区、南区、北区の内三ヶ日町に限る）

※◇は平日のみATM稼動 ※◇は平日のみATM稼動
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トピックス

2019年度のあゆみ
2019年

 4 月
・ 蒲郡市と「三世代同居・近居の促進に向けた

経済的支援に係る連携協定」を締結
・「相続セミナー」を開催
・GNBC「新入・若手社員ビジネス研修」を
　開催
　※GNBC･･･「がましんニュービジネスクラブ」

5 月 ・ 第9回「がましん＆あじさいカップ」グラウ
ンド・ゴルフ大会を開催

・「がましん暮らしの学校・緑風寄席」を開催
・GNBC「第8期若手経営者育成講座」を開講
・第52回蒲郡信用金庫総合ゴルフコンペを開催
・ 第36回「がましん くつろぎの旅（さくらん

ぼ狩りと山梨甲府湯村温泉常磐ホテルの
旅）」を実施

6 月 ・「ライフプランセミナー」を開催
・  「第7回がましん杯争奪少年軟式野球」地区 

大会を開催
・第71期通常総代会を開催

7 月 ・ 「がましん経済講演会 演題『日本の未来～
日本経済の先にある道～』」を開催（講師：
竹中平蔵 氏）

・ ビジネス・ポータルサイト『愛知ビジネス
パークいざ検索！』をリニューアル

・第65回愛知県信用金庫野球大会で優勝
8 月 ・インターンシップ研修生を受け入れ

・「HACCP対応支援セミナー」を開催
・「がまちゃん」デザインICキャッシュカード
　を取扱開始
・「香港フード・エキスポ2019」に7ブース 
　14社を出展
・ 「第7回がましん杯東三河大会兼第40回東三

河少年軟式野球選手権大会」を開催
9 月 ・  第36回「がましんくつろぎの旅（京都南座観

劇）」を実施
・第60回愛知県信用金庫卓球大会団体の部で 
　準優勝

10月 ・「後見支援預金」の取扱いを開始
・「蒲郡市プレミアム付商品券」の販売・換金
　を開始
・ 「がましん暮らしの学校・輪っとワイワイ午

後のティーパーティー」を開催
・ 「第14回しんきんビジネスマッチング『ビ

ジネスフェア2019』」を共同開催
・ 「第17回しんきんビジネスマッチング静岡

2019」ならびに「しんきんフェア静岡
2019」に参加

11月 ・「第35回理事長杯ゲートボール大会」を
　開催
・ 「がまごおり深海魚まつり」に参加（学生ア

イデア料理コンテスト入賞作品の販売）
・ 「第12回三遠南信（8信金）しんきんサミッ

ト」及び「しんきん物産展」を共同開催
・「GNBC定時総会・講演会・企業交流会」を
　開催
・田原支店と北田原支店を店舗統合
・第28回「がましん三河湾浄化運動」を実施
・大規模災害対策訓練（BCP対策訓練）を実施
・「総代懇談会」を開催

12月 ・マルチQRコード決済サービスの取扱いを開始
2020年

 1 月
・「がましん暮らしの学校・新春寄席」を開催
・第9回「がんを知るセミナー」を開催
・「補助金活用セミナー」を開催
・「新春経済セミナー」を開催
・「御園座貸切公演観劇会」を開催
・「住宅ローン控除相談会」を開催

「がましん経済講演会」（講師：竹中平蔵氏）

第65回愛知県信用金庫野球大会優勝

第4回「GNBC若手経営者育成フォローアップ講座」

2020年
2 月

・ 「がましん文化講演会 演題『次代に
伝えたい美しい日本の心』」を開催

（講師：金美齢 氏）
・「愛知ビジネスパークいざ検索！企業
　交流会」を開催
・ 瑞穂通支店（名古屋市瑞穂区）を個

人特化型店舗に変更
・  第4回「GNBC若手経営者育成フォ

ローアップ講座」を開講
3 月 ・ 瑞穂通支店（名古屋市瑞穂区）をリ

ニューアルオープン
・  「新型コロナウイルスに関する緊急相

談会」を開催
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がましんのあゆみ

1948年 4月 市街地信用組合法に基づき蒲郡信用組合を設立

蒲郡町本町にて事業開始

1950年 4月 中小企業等協同組合法による信用組合に改組

1951年10月 信用金庫法に基づき信用金庫に改組

1953年 3月 田原支店開設　渥美・田原地区へ進出

1954年 3月 内国為替業務の取扱開始

8月 豊橋支店開設　豊橋市へ進出

11月 第1回「蒲信号」旅行実施

　（長野県善光寺：お客さま旅行の開始）

1956年 4月 蒲郡市金庫事務取扱、県税収納事務の取扱開始

8月 機関紙「蒲伸」創刊号発行

1963年 9月 昭和支店（現、東郊通支店）開設　
名古屋市へ進出

1964年10月 （財）三秀育英会設立（現在の蒲信育英会）

1965年12月 日本銀行との当座取引開始

1970年 9月 豊川支店開設　豊川市へ進出

12月 両替商業務の取扱開始

1974年11月 預金量1,000億円達成

1977年 7月 自営総合オンライン、カットオーバー

1978年12月 日本銀行との手形割引および手形貸付取引開始

1980年 5月 本店営業部新築

1982年 5月 小坂井支店開設　小坂井町へ進出

1983年 5月 証券業務、国債等の募集業務の取扱認可

1984年 7月 緑丘支店開設　岡崎市へ進出

　 蒲信リース（株）設立

12月 三ヶ根支店開設　幸田町へ進出

1985年 1月 幡豆支店開設　幡豆地区へ進出

12月 御津支店開設　御津町へ進出

1986年10月 がましんビジネスサービス（株）設立

1989年 9月 外国為替業務の取扱認可

1990年10月 サンデーバンキング（ATM日曜日稼動）開始

1991年11月 預金量5,000億円達成

1992年 7月 「がましん三河湾浄化運動」開始

1993年 2月 二川事務センター竣工

1995年 6月 信託代理店業務の取扱開始

私募債の担保受託業務の取扱開始

12月 社債等登録機関指定による受託業務の取扱開始

1996年 6月 しもまち支店開設　西尾市へ進出

1998年 4月 金庫創立50周年記念日（4月1日）

がましんホームページ開設

1999年 2月 投資信託窓口販売の取扱開始

3月 郵貯ＡＴＭとの相互接続開始

2000年 3月 デビットカードサービスの取扱開始

12月 しんきんゼロネットサービスの取扱開始

2001年 3月 スポーツ振興くじ払戻し業務開始

4月 損害保険窓販業務の取扱開始

2002年10月 生命保険窓口販売の取扱開始

11月 がましん「日曜ローンプラザ」開始

2003年 9月 「リレーションシップバンキング機能強化計画」
要約公表

2007年10月 東海地区信金共同事務センターへ加盟

12月 「東三河地域産業の持続的な成長に関する
実態調査」発表

2009年 2月 ISO14001認証取得

3月 「がましん東三河ビジネス元気フェア」開催

10月 ビジネスポータルサイト「愛知ビジネスパーク
いざ検索！」公開

2013年 5月 預金量1兆円達成

8月 貸出金量5,000億円達成

10月 ATM休日・時間外手数料無料サービス開始

2014年 1月 NISA口座取扱開始

3月 湖西支店開設　静岡県へ進出

2015年 2月 がましんオリジナルキャラクター
がまちゃんファミリー誕生

5月 新本店 蒲郡市神明町へ新築

11月 新城支店開設　新城市へ進出

2017年11月 緑綬褒状を受章

2018年 2月 「がましんLINE@」配信開始

3月 がまちゃんのうた「未来へ」制作

4月 金庫創立70周年記念日（4月1日）

創立当時の事務所 旅行列車「蒲信号」

THE GAMAGORI SHINKIN BANK 30



当金庫の経営体制について

組織図 2020年6月末現在

役員一覧 2020年6月末現在

理事長（代表理事） 竹 　 田 　 知 　 史 理事（常勤） 津 　 川 　 雅 　 嗣  

副理事長（代表理事） 岩 　 瀬 　 豊 　 秀 理事（非常勤） 水 　 藤 　 晴 　 義 ※1

専務理事（代表理事） 岡 　 　 　 克  明 理事（非常勤） 山 　 内 　 有 　 恒 ※1

専務理事（代表理事） 藤 　 下 　 雅 　 彦 監事（常勤） 鈴 　 木 　 良 　 幸  

常務理事（代表理事） 河 　 合 　 　 　 博 監事（常勤） 内 　 藤 　 景 　 嗣  

常務理事（代表理事） 渡 　 会 　 政 　 彦 監事（非常勤） 堀 　 内 　 一 　 孝 ※2

理事（常勤） 岩 　 﨑 　 篤 　 雄 監事（非常勤） 宮 　 本 　 正 　 司 ※2

理事（常勤） 安 　 藤 　 敏 　 博
※1 理事 水藤晴義と山内有恒は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。
※2 監事 堀内一孝と宮本正司は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。
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貸借対照表
損益計算書・剰余金処分計算書
経営指標
預金業務
融資業務
証券・その他の業務
時価情報
連結決算
自己資本の充実の状況等について

資 料 編
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財務諸表
■ 貸借対照表（資産の部）

(単位：百万円)

科　目 2019年3月末 2020年3月末
(資産の部)
現金 13,371 16,862

① 預け金 314,754 319,298
② 買入金銭債権 282 280

有価証券 485,958 491,963
国債 69,562 52,466
地方債 114,762 92,914
社債 275,782 326,306
株式 5,105 2,777
その他の証券 20,745 17,498

貸出金 593,067 587,738
割引手形 4,687 3,758
手形貸付 48,575 51,859
証書貸付 504,117 494,997
当座貸越 35,685 37,123

外国為替 362 274
外国他店預け 332 274
取立外国為替 29 ー

その他資産 7,062 6,747
未決済為替貸 478 378
信金中金出資金 4,870 4,870

③ 未収収益 1,402 1,202
金融派生商品 11 39
その他の資産 299 256

有形固定資産 13,426 13,553
建物 7,431 7,319
土地 4,839 5,178

④ 建設仮勘定 1 58
その他の有形固定資産 1,154 997

無形固定資産 168 130
ソフトウエア 108 71
その他の無形固定資産 60 59

⑤ 前払年金費用 177 228
⑥ 債務保証見返 1,517 1,517
⑦ 貸倒引当金 △ 3,733 △ 3,445

(うち個別貸倒引当金) (△ 2,553) (△ 2,664)
資産の部合計 1,426,416 1,435,149

①「預け金」とは･･･
他の金融機関に預けた預金のことです。
主に信金中央金庫の定期預金、普通預金のこと
です。

②「買入金銭債権」とは･･･
貸付債権などを流動化した信託受益権などの
金銭債権を購入したものです。

③「未収収益」とは･･･
決算により計上した貸出金の未収利息や預け
金及び有価証券の未収利息・配当金などです。

④「建設仮勘定」とは･･･
事業用の建物等を取得するために支払った内
金等を工事完成までの間、経過的に処理したも
のです。

⑤「前払年金費用」とは･･･
職員の将来の退職金の支払いに充てるために
信託銀行などに積み立てられている資産の額
が、企業年金制度にかかる退職給付債務に未認
識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異
を加減した額を超える部分です。

⑥「債務保証見返」とは･･･
お取引先の債務を保証した場合などに、そのお
取引先に対する求償権をあらわしており、負債
の「債務保証」と同額です。

⑦「貸倒引当金」とは･･･
貸出金などに対して将来見込まれる貸倒損失
などに備え、予め積み立てたものです。
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■ 貸借対照表（負債及び純資産の部）
(単位：百万円)

科　目 2019年3月末 2020年3月末
(負債の部)
預金積金 1,270,592 1,296,060

当座預金 45,604 45,154
普通預金 438,317 467,464
貯蓄預金 4,456 4,404
通知預金 6,892 5,211
定期預金 713,350 713,815
定期積金 55,072 48,940
その他の預金 6,898 11,068

① 借用金 55,113 44,400
借入金 55,113 44,400

外国為替 34 23
売渡外国為替 34 23

その他負債 2,783 2,965
未決済為替借 751 459

② 未払費用 533 486
③ 給付補塡備金 49 37
④ 未払法人税等 386 692

前受収益 157 247
払戻未済金 17 8
払戻未済持分 16 17
職員預り金 699 717
金融派生商品 7 33
その他の負債 163 264

賞与引当金 473 562
役員賞与引当金 25 26

⑤ 退職給付引当金 173 188
役員退職慰労引当金 160 185

⑥ 偶発損失引当金 302 244
睡眠預金払戻損失引当金 33 24

⑦ 繰延税金負債 3,336 1,094
⑧ 債務保証 1,517 1,517

負債の部合計 1,334,546 1,347,293

科　目 2019年3月末 2020年3月末
⑨ (純資産の部)

出資金 888 875
普通出資金 888 875

利益剰余金 78,360 80,375
⑩ 利益準備金 906 888

その他利益剰余金 77,453 79,487
⑪ 特別積立金 74,200 76,400

当期未処分剰余金 3,253 3,087
会員勘定合計 79,248 81,251

⑫ その他有価証券評価差額金 12,622 6,604
評価・換算差額等合計 12,622 6,604
純資産の部合計 91,870 87,856
負債及び純資産の部合計 1,426,416 1,435,149

①「借用金」とは･･･
他の金融機関等から資金の融資を受けた場合
に計上する勘定であり、日本銀行から貸出支援
基金の運営として行う資金供給制度に基づく
借入金です。当金庫では「成長事業応援ファン
ド」としてご融資しております。

②「未払費用」とは･･･
期末において未だ現実には支払っていないも
のの、当然その期に負担すべき費用であり、主
に預金の未払利息が該当します。

③「給付補塡備金」とは･･･
定期積金において初回掛けこみから期末まで
に発生した給付補塡金（利息相当分）の所要額
を留保したものであり、預金の未払利息に相当
します。

④「未払法人税等」とは･･･
決算事務において計算した当期の法人税・住民
税・事業税を納付期限までの間、留保している
ものです。

⑤「退職給付引当金」とは･･･
職員の将来の退職金の支払いに充てるため、外
部の信託銀行などに積み立てているものを控
除した額となっています。

⑥「偶発損失引当金」とは･･･
信用保証協会との責任共有制度開始に伴い、将
来の負担金支払いを見込んで予め積み立てた
ものです。

⑦「繰延税金負債」とは･･･
企業会計と税務との差（税効果会計）を調整す
る科目であり、計算上将来支払が見込まれる税
金相当額です。

⑧「債務保証」とは･･･
お取引先の債務の保証や信金中央金庫などの
代理貸付に伴って行なわれる保証などであ
り、同額の「債務保証見返」を資産勘定に計上
しております。

⑨「純資産の部」とは･･･
信用金庫の自己資本を処理する諸科目の総括
勘定であり、「会員勘定合計」と「評価・換算
差額等合計」から成り立っています。

⑩「利益準備金」とは･･･
信用金庫法で毎事業年度の剰余金のうちから
出資金総額に達するまで一定割合を積み立て
ることが義務付けられており、これによる準備
金を処理する勘定です。

⑪「特別積立金」とは･･･
法律の規定によって積立てをするものではな
く、総代会の決議によって剰余金のうちから任
意に積立てる積立金のことです。

⑫「その他有価証券評価差額金」とは･･･
有価証券のうちその他有価証券の含み益につ
きまして、税効果相当額を控除した額のことで
す。

34

貸借対照表



THE GAMAGORI SHINKIN BANK

2020/06/26 17:23:37 / 20643690_蒲郡信用金庫_総会その他（Ｃ）

■ 損益計算書  その1
(単位：千円)

科　目 2018年4月1日〜
2019年3月31日

2019年4月1日〜
2020年3月31日

経常収益 16,035,004 16,323,870
① 資金運用収益 12,273,235 11,702,048

貸出金利息 6,454,265 6,263,933
預け金利息 405,952 407,111
有価証券利息配当金 5,287,132 4,906,961

② その他の受入利息 125,884 124,041
③ 役務取引等収益 1,311,068 1,341,141

受入為替手数料 637,091 615,067
その他の役務収益 673,977 726,074

その他業務収益 1,691,992 2,995,422
外国為替売買益 49,304 40,676
国債等債券売却益 1,479,849 2,785,713

④ その他の業務収益 162,838 169,033
その他経常収益 758,707 285,257

貸倒引当金戻入益 336,721 27,681
償却債権取立益 120,542 37,282
株式等売却益 240,012 144,191
その他の経常収益 61,431 76,101

経常費用 12,938,561 13,283,021
⑤ 資金調達費用 588,385 356,078

預金利息 546,988 329,555
給付補塡備金繰入額 36,540 22,208
金利スワップ支払利息 1,053 634
その他の支払利息 3,802 3,679

⑥ 役務取引等費用 923,115 901,525
支払為替手数料 123,276 120,724
その他の役務費用 799,839 780,801

その他業務費用 7,715 1,399,122
国債等債券売却損 ー 1,397,312
その他の業務費用 7,715 1,809

経費 10,042,629 9,715,166
人件費 6,112,861 5,969,165
物件費 3,740,410 3,593,487
税金 189,357 152,514

その他経常費用 1,376,716 911,127
⑦ 貸出金償却 93,306 31,506

株式等売却損 1,204,286 174,598
⑧ 株式等償却 ー 606,436

その他資産償却 252 271
その他の経常費用 78,871 98,315

経常利益 3,096,442 3,040,848

①「資金運用収益」とは･･･
当金庫が資金を運用して得た利息収益であ
り、貸出金の利息や有価証券の利息・配当金な
どが該当します。

②「その他の受入利息」とは･･･
資産勘定から生じる受入利息であり、主なもの
として「信金中金出資金」勘定の出資配当金や
外国為替関連の受入利息などが該当します。

③「役務取引等収益」とは･･･
お客さまに対する各種サービスの手数料が該
当します。主なものは、送金や代金取立等の為
替業務に基づく「受入為替手数料」や為替業務
以外の代理貸付手数料や口座振替手数料、投資
信託・保険の窓販などに伴う「その他の役務収
益」から成っています。

④「その他の業務収益」とは･･･
特定の受入勘定がないものであり、団体信用生
命保険の配当金などが該当します。

⑤「資金調達費用」とは･･･
当金庫が資金を調達するために支払った費用
であり、大半は預金利息です。

⑥「役務取引等費用」とは･･･
お客さまにサービスを提供する一環として、他
機関などから受ける役務の対価として支払う
手数料のことです。

⑦「貸出金償却」とは･･･
回収見込みのない貸出金などを貸倒れ処理し
たものであり、貸出金を直接減額するため、直
接償却と呼ばれております。

⑧「株式等償却」とは･･･
決算期末において、所有株式等の時価評価額が
帳簿価額より著しく下落した場合に、その差額
を損失として計上するものです。
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■ 損益計算書  その2
(単位：千円)

科　目 2018年4月1日〜
2019年3月31日

2019年4月1日〜
2020年3月31日

特別利益 ー 6,156
固定資産処分益 ー 6,156

特別損失 43,952 66,352
固定資産処分損 43,952 66,352

税引前当期純利益 3,052,490 2,980,652
法人税、住民税及び事業税 579,167 873,323

① 法人税等調整額 273,588 56,559
法人税等合計 852,756 929,882

当期純利益 2,199,733 2,050,770
繰越金（当期首残高） 1,053,765 1,036,695

当期未処分剰余金 3,253,498 3,087,465

①「法人税等調整額」とは･･･
税効果会計の適用により計上される法人税、住
民税および事業税の調整額のことです。

■ 剰余金処分計算書
(単位：千円)

科　目 2018年4月1日〜
2019年3月31日

2019年4月1日〜
2020年3月31日

当期未処分剰余金 3,253,498 3,087,465
　繰越金（当期首残高） 1,053,765 1,036,695
　当期純利益 2,199,733 2,050,770
利益準備金取崩額 18,694 12,660
　　　　　計 3,272,192 3,100,125
剰余金処分額 2,235,497 2,035,023
　普通出資に対する配当金 35,497 35,023
　(配当率) (4%) (4%)
　特別積立金 2,200,000 2,000,000
繰越金（当期末残高） 1,036,695 1,065,102

　当金庫は信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、あ
ずさ監査法人による会計監査を受けており、今年度について
も監査の結果、適正・適法である旨の報告を受けておりま
す。

　2019年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処
分計算書（以下、財務諸表という）並びに財務諸表作成に係
る内部監査等について適正性・有効性等を確認しておりま
す。
　2020年6月18日

蒲郡信用金庫
理事長　　竹 田　知 史
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貸借対照表の注記事項（2020年3月期）

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却

原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については
移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについて
は決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法に
より算定）、ただし、時価を把握することが極めて困難と認められるもの
については移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により
処理しております。

3. デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4. 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、1998

年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1
日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用して
おります。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建　物　 6年〜50年
その他　 3年〜20年

5. 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却して
おります。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における
利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

6. 外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付して
おります。

7. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、
「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以
下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに
記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認
められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、
債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額
を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率の過去一定期間における平均値に基づき予想損失率を求
め、これに将来見込等必要な修正を加えて算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、融資部（営業関連部署）
が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部（資産監査部署）が査
定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており
ます。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、
債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除
した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額
は490百万円であります。

8. 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

9. 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞
与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

10. 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しておりま
す。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりで
あります。
過去勤務費用　　　　その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異　　各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額
を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総
合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資
産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠
出額を退職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に
占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりでありま
す。
① 制度全体の積立状況に関する事項（2019年3月31日現在）

年金資産の額 1,650,650百万円
年金財政計算上の数理債務の額
と最低責任準備金の額との合計額 1,782,453百万円
差引額 △131,803百万円

② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（2019年3月31日現在）
0.78％

③ 補足説明
　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
180,752百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は
期間19年0カ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務
諸表上、当該償却に充てられる特別掛金142百万円を費用処理しておりま
す。

　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の標
準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際
の負担割合とは一致しません。

11. 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生してい
ると認められる額を計上しております。

12. 睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの
払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻
損失見込額を計上しております。

13. 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来
の負担金支払見込額を計上しております。

14. 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方
法は、日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号「銀行業における
外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（2002年7
月29日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方
法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で
行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ
対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相
当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しており
ます。

15. 消費税および地方消費税（以下「消費税等」という。）の会計処理は税抜
方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等
は当事業年度の費用に計上しております。

16. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額28
百万円

17. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務は残高が
ありません。

18. 子会社等の株式の総額 27百万円
19. 子会社等に対する金銭債権総額 1,000百万円
20. 子会社等に対する金銭債務総額 379百万円
21. 有形固定資産の減価償却累計額 7,761百万円
22. 貸出金のうち、破綻先債権額は141百万円、延滞債権額は17,209百万円

であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令
（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した
貸出金以外の貸出金であります。

23. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません。
　なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌
日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当し
ないものであります。

24. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は184百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

25. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権
額の合計額は17,534百万円であります。
　なお、22. から25. に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり
ます。

26. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理し
ております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手
形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は3,758百万円であります。

27. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 50,077百万円
預け金 855百万円
保証金 1百万円

担保資産に対応する債務
預　金 13,631百万円
借用金 44,400百万円

　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金20,000百万円、手形交換
取引の担保として保証金2百万円を差し入れております。
　また、その他の資産のうち保証金は161百万円であります。

28. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3
項）による社債に対する当金庫の保証債務の額は225百万円であります。

29. 出資1口当たりの純資産額　　　　　50,167円86銭
30. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を
行っております。このため、金利変動による不利な影響が生じないよう
に、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。その一環とし
て、デリバティブ取引も行っております。
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する
貸出金です。また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、
満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場
価格の変動リスクに晒されております。
　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに
晒されております。また、変動金利の預金については、金利の変動リス
クに晒されております。
　デリバティブ取引には為替変動リスクヘッジの一環で行っている為替
予約・通貨スワップがあります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理
　当金庫は、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金につい
て、個別案件ごとの与信審査、与信限度額・保全不足限度額、大口与
信管理、融資ポートフォリオ管理、信用リスク量の計測、信用情報管
理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制
を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、
定期的に経営陣によるリスク管理委員会や理事会を開催し、審議・報
告を行っております。さらに、与信管理の状況については、監査部が
チェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンタ
ーパーティーリスクに関しては、資金運用部において、信用情報や時
価の把握を定期的に行うことで管理しております。

② 市場リスクの管理
(ⅰ) 金利リスクの管理

　金利リスクについては、的確に把握し厳正に管理するため、ALM
に関する各種要領等を制定し、これらの要領等に基づき、リスク管
理を行っております。金利リスクの管理方法については、金融資産
及び金融負債の金利や期間を総合的に把握し、マチュリティラダー
分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、これらについ
ては定期的にリスク管理委員会等に報告しております。

(ⅱ) 為替リスクの管理
　当金庫は、為替の変動リスクに関して、日々の為替リスク・ポジ
ションを管理し、為替予約を行っております。

(ⅲ) 価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理委員
会の方針に基づき、理事会の監督の下、「市場リスク管理要領」に
従い行われております。
　このうち、資金運用部では、市場運用商品の購入を行っており、
事前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じ
て、価格変動リスクの軽減を図っております。
　資金運用部で保有している株式のうち事業推進目的で保有してい
るものについては、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリン
グしています。
　これらの情報は資金運用部を通じ、理事会及びリスク管理委員会
において定期的に報告されております。

(ⅳ) デリバティブ取引
　デリバティブ取引（為替予約）に関しては、取引の執行、ヘッジ
有効性の評価、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制を
確立するとともに、為替持高（為替リスク回避）管理マニュアル等
に基づき実施されております。

(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報
　当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受
ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸
出金」、「預金積金」、「借用金」であります。
　当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、「「信用
金庫法施行規則第132条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本
の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」（平成26年
金融庁告示第8号）において通貨ごとに規定された金利ショック」
を用いた経済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスク
の管理にあたっての定量的分析に利用しております。
　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を
それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの
金利変動幅を用いております。
　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当
事業年度末において、上方パラレルシフト（指標金利の上昇をいい、
日本円金利の場合1.00％上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生
じた場合、対象となる金融商品の経済価値は、36,155百万円減少す
るものと把握しております。
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提として
おり、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。
　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合に
は、算定額を超える影響が生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫は、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達
手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などに
よって、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ
た場合、当該価額が異なることもあります。

31. 金融商品の時価等に関する事項
　2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
は、次のとおりであります（時価の算定方法については（注1）参照）。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次
表には含めておりません（（注2）参照）。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(単位：百万円)
貸借対照表

計上額 時価 差額
（1）預け金 319,298 319,280 △17
（2）有価証券 477,953 477,954 0

　満期保有目的の債券 225 225 0
　その他有価証券 477,728 477,728 －

（3）貸出金 587,738 － －
　貸倒引当金（＊1） △3,379 － －

584,359 596,882 12,523
　　金融資産計 1,381,611 1,394,117 12,506

（1）預金積金 1,296,060 1,296,177 116
（2）借用金 44,400 44,423 23

　　金融負債計 1,340,460 1,340,600 140
デリバティブ取引（＊2）

ヘッジ会計が適用されて
いないもの 6 6 －
ヘッジ会計が適用されて
いるもの － － －

　　デリバティブ取引計 6 6 －
(＊1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除してお

ります。
(＊2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示

しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務
は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、
（　）で表示しております。

(注1) 金融商品の時価等の算定方法
金融資産
(1) 預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金について
は、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定さ
れる適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2) 有価証券

　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示
された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価額に
よっております。また、市場価格がない投資信託は、貸借対照表計上額
を時価としております。
　自金庫保証付私募債は、デフォルト率と回収率を考慮したキャッシ
ュ・フローの平均値を無リスク利子率で割り引いて時価を算定しており
ます。
　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については32. 
から34. に記載しております。
(3) 貸出金

　貸出金は、以下の①〜③の方法により算出し、その算出結果を時価に
代わる金額として記載しております。
① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシ

ュ・フローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金
勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上
額」という。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当金を控除
した価額。

② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額。
③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく

区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いた価額。

　なお、残存期間が短期間（1年以内）の貸出金（証書貸出を除く）は
貸出金計上額を時価としております。

金融負債
(1) 預金積金

　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）
を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに
区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定して
おります。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を
用いております。なお、残存期間が短期（1年以内）のものは、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(2) 借用金

　借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当
該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り
引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（1年以
内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
を時価としております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、通貨関連取引（為替予約・通貨スワップ）があり
ます。割引現在価値等により算出した価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照

表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれてお
りません。
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(単位：百万円)
区　分 貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式 (＊1) 20
関連法人等株式 (＊1) 7
非上場株式 (＊1)(＊2) 310
組合出資金 (＊3) 164
投資信託 (＊4) 13,507
合計 14,010
(＊1) 子会社・子法人等株式、関連法人等株式及び非上場株式については、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから時価開示の対象とはしておりません。

(＊2) 当事業年度において、非上場株式について0.5百万円減損処理を行
っております。

(＊3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握すること
が極めて困難と認められるもので構成されているものについては、
時価開示の対象とはしておりません。

(＊4) 投資信託のうち、時価を把握することが極めて困難と認められるも
のについては、時価開示の対象とはしておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

預け金 (＊1) 268,469 855 － 5,000
有価証券 36,114 196,988 115,600 109,400
　満期保有目的の債券 160 65 － －
　その他有価証券のうち
　満期があるもの 35,954 196,923 115,600 109,400
貸出金 (＊2) 108,184 145,898 109,703 183,881
合計 412,767 343,741 225,303 298,281
(＊1) 預け金のうち、期間の定めのないものは含めておりません。
(＊2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、

延滞している債権、償還予定額が見込めないもの、期間の定めがな
いものは含めておりません。

(注4) 借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

預金積金 (＊) 1,183,875 111,669 21 492
借用金 13,300 31,100 － －
合計 1,197,175 142,769 21 492
(＊) 預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。

32. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。こ
れらは、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」
であります。以下、34. まで同様であります。

満期保有目的の債券 (単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

社債 225 225 0
小計 225 225 0

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

社債 － － －
小計 － － －
合計 225 225 0

その他有価証券 (単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えるもの

株式 714 266 448
債券 351,344 338,120 13,224
　国債 52,466 49,235 3,230
　地方債 92,914 90,068 2,846
　社債 205,963 198,816 7,147
その他 － － －
小計 352,059 338,386 13,672

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えないもの

株式 1,724 2,107 △383
債券 120,118 122,812 △2,694
　国債 － － －
　地方債 － － －
　社債 120,118 122,812 △2,694
その他 3,826 5,262 △1,436
小計 125,669 130,183 △4,513
合計 477,728 468,569 9,159

33. 当事業年度中に売却したその他有価証券 (単位：百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 2,716 120 174
債券 43,888 2,785 －
　国債 6,830 317 －
　地方債 16,359 764 －
　社債 20,698 1,704 －
その他 4,083 23 1,397
合計 50,687 2,929 1,571

34. 減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難な
ものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落
しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの
については、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差
額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しており
ます。
　当事業年度における減損処理は、606百万円（うち株式606百万円）で
あります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、決算日にお
ける時価が取得原価に比べ30％以上下落したものとしております。
　減損処理にあたっては、時価のある銘柄は、決算日における時価が取得
原価に比べ50％以上下落した銘柄については全て減損処理を行い、30％
以上50％未満の銘柄については、過去一定期間の時価の推移や発行会社の
業績の推移、信用度を考慮の上、時価の回復可能性があると認められる銘
柄を除き減損処理しております。

35. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は、38,733百万円であります。
このうち原契約期間が1年以内のものが32,801百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた
め、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ･フロー
に影響を与えるものではありません。これらの契約の多くは、金融情勢の
変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは､当金庫が実行申し込
みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項
が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価
証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手
続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。

36. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以
下のとおりであります。
繰延税金資産

貸倒引当金 421百万円
退職給付引当金 606
土地減損損失 112
賞与引当金 179
株式等評価減 194
その他 333

繰延税金資産小計 1,848
評価性引当金 △325
繰延税金資産合計 1,523
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 2,554
前払年金費用 63

繰延税金負債合計 2,617
繰延税金負債の純額 1,094

損益計算書の注記事項（2020年3月期）
1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 子会社との取引による収益総額 1,713千円
3. 子会社との取引による費用総額 37,452千円
4. 出資1口当りの当期純利益額 1,160円34銭
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役職員の報酬体系の情報開示について

＜報酬体系について＞

1. 対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する
報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価とし
て退任時に支払う「退職慰労金等」で構成されております。

(1) 報酬体系の概要
【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支
払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ
勘案し、当金庫の理事会において協議により決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきまし
ては、監事会の協議により決定しております。

【退職慰労金等】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っており
ます。（役員の分掌変更の場合には、最終退任時に支払う場合もあります。）また、退職功労金として理事会の決
定により退職慰労金の一定の範囲内で支給できるとしております。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金等の支払いに関して、主として次の事項を規程で定めており
ます。
　ａ. 決定方法　ｂ. 決定時期

(2) 2019年度における対象役員に対する報酬等の支払総額
(単位：百万円)

区　分 支払総額

対象役員に対する報酬等 279

(注) ①対象役員に該当する理事は11名、監事は2名です(期中に退任した者を含む)。
②上記の内訳は、「基本報酬」219百万円、「賞与」26百万円、「退職慰労金等」33百万円となっております。

　なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち、当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り入れた引当金
分を除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。
　「退職慰労金等」は、当年度中に支払った退職慰労金等（過年度に繰り入れた引当金分を除く）と当年度に繰
り入れた役員退職慰労引当金の合計額に、退職功労金の支給があった場合はこの分を加算しております。

(3) その他
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務
の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月
29日付金融庁告示第22号）第2条第1項第3号及び第4号及び第6号並びに第3条第1項第3号及び第4号及び第6号に
該当する事項はありませんでした。

2. 対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要
な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務
及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、2019年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
(注) ①対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。

②「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して2％以上の資産を有
する会社等をいいます。なお、2019年度においては、該当する会社はありませんでした。

③「同等額」は、2019年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
④2019年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。
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経営指標
■ 直近5事業年度における主要な事業の状況

(単位：百万円)

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
経常収益 16,801 15,723 15,192 16,035 16,323
経常利益 3,063 2,943 3,025 3,096 3,040
当期純利益 2,253 1,934 2,198 2,199 2,050
出資総額
（出資総口数）

929
（1,858,079口）

916
（1,832,487口）

906
（1,813,955口）

888
（1,776,567口）

875
（1,751,247口）

純資産額 91,291 89,881 90,578 91,870 87,856
総資産額 1,324,241 1,364,849 1,416,443 1,426,416 1,435,149
預金積金残高 1,157,682 1,199,044 1,247,196 1,270,592 1,296,060
貸出金残高 554,436 574,199 586,020 593,067 587,738
有価証券残高 510,845 492,541 505,842 485,958 491,963
単体自己資本比率 15.20% 14.82% 14.59% 14.34% 13.89%
出資に対する配当金
（出資1口当り）

55
（29円）

36
（19円）

54
（29円）

35
（19円）

35
（19円）

役員数 15人 16人 16人 16人 16人
うち常勤役員数 12人 13人 13人 13人 12人
職員数 826人 817人 797人 816人 814人
会員数 53,710人 53,269人 52,813人 51,813人 51,334人

■ 利益率
(単位：％)

2017年度 2018年度 2019年度
総資産経常利益率 0.22 0.21 0.21
総資産当期純利益率 0.16 0.15 0.14

注記

総資産経常
（当期純）利益率＝ 経常（当期純）利益 ×100総資産（債務保証見返除く）平均残高
この比率は資産規模に対する利益の比率をみる指標であり、
一般的にROA（Return On Asset の略）といわれております。

■ 利　鞘
(単位：％)

2017年度 2018年度 2019年度
資金運用利回 0.94 0.88 0.85
資金調達原価率 0.81 0.79 0.75
総資金利鞘 0.13 0.09 0.09

注記

総資金利鞘＝資金運用利回−資金調達原価率
この比率は運用資金全体の収益力をみる指標です。

■ 業務粗利益
(単位：百万円、％)

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
業務純益 2,783 2,728 2,886 3,850 3,737
業務粗利益 13,590 12,781 12,628 13,757 13,381

資金運用収支（資金利益） 12,369 12,163 11,888 11,684 11,345
役務取引等収支 485 396 342 387 439
その他業務収支 735 221 397 1,684 1,596

業務粗利益率 1.11 0.99 0.94 0.99 0.97

注記 1. 業務純益＝業務粗利益−（経費＋一般貸倒引当金の純繰入額）
業務純益は金融機関の基本的な業務に係わる利益概念で、一般企業の営業利益にあたるものです。

2. 業務粗利益率 ＝ 業務粗利益 ×100 この比率は事業の収益性を示す指標です。資金運用勘定平残

3. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。
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■ 業務純益
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
業務純益 3,850 3,737
実質業務純益 3,850 3,737
コア業務純益 2,371 2,348
コア業務純益
（投資信託解約損益を除く。） 2,321 2,348

注記 1. 業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨
時的な経費等を含まないこととしています。
また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般
貸倒引当金繰入額（または取崩額）を含みます。

2. 実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影
響を除いたものです。

3. コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、
国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債券償却を通
算した損益です。

■ 資金運用収支の内訳
(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
平均残高 利　息 利回り 平均残高 利　息 利回り

資金運用勘定 1,384,242 12,273 0.88 1,375,607 11,702 0.85
うち貸出金 584,571 6,454 1.10 582,479 6,263 1.07
うち預け金 305,696 405 0.13 310,337 407 0.13
うち買入金銭債権 314 4 1.53 255 3 1.36
うち有価証券 488,517 5,287 1.08 477,343 4,906 1.02

資金調達勘定 1,326,813 588 0.04 1,318,229 356 0.02
うち預金積金 1,260,649 583 0.04 1,269,065 351 0.02
うち借用金 65,399 ー ー 48,427 ー ー

注記 1. 「資金運用勘定」は無利息預け金の平均残高（2018年度880百万円、2019年度970百万円）を控除しております。
2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

■ 受取利息及び支払利息の増減
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受取利息 478 △ 799 △ 321 △ 75 △ 495 △ 571
うち貸出金 126 △ 459 △ 333 △ 23 △ 167 △ 190
うち預け金 44 △ 41 3 6 △ 4 1
うち有価証券 90 △ 81 8 △ 120 △ 259 △ 380
うちその他 0 0 0 0 △ 1 △ 1

支払利息 24 △ 141 △ 117 3 △ 235 △ 232
うち預金積金 23 △ 140 △ 117 3 △ 235 △ 231
うち借入金 ー ー ー ー ー ー
うちその他 0 0 0 0 0 0

注記 1. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含めております。
2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

■ 経費の内訳
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
人件費 6,112 5,969

報酬給料手当 4,741 4,731
その他 1,371 1,237

物件費 3,740 3,593
事務費 1,534 1,420
　うち旅費・交通費 11 11
　　　通信費 118 108
　　　事務機械賃借料 136 139
　　　事務委託費 933 858
固定資産費 464 505
　うち土地建物賃借料 51 51
　　　保全管理費 291 305
事業費 352 262
　うち広告宣伝費 158 119
人事厚生費 186 219
減価償却費 791 771
その他（預金保険料） 411 413

税金 189 152
合計 10,042 9,715
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預金業務
■ 預金・譲渡性預金平均残高

(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金　額 構成比 金　額 構成比

流動性預金 472,609 37.4 500,093 39.4
定期性預金 782,265 62.0 763,028 60.1
その他 3,451 0.2 3,652 0.2
外貨預金 2,322 0.1 2,291 0.1
　計 1,260,649 100.0 1,269,065 100.0
譲渡性預金 ー ー ー ー
合計 1,260,649 100.0 1,269,065 100.0

注記 1. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
2. 定期性預金＝定期預金＋定期積金
3. その他＝別段預金＋納税準備預金
4. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

■ 定期預金残高
（単位：百万円、％）

2018年度 2019年度
金　額 構成比 金　額 構成比

定期預金 713,350 100.0 713,815 100.0
固定金利定期預金 712,899 99.9 713,410 99.9
変動金利定期預金 450 0.0 404 0.0
その他定期預金 0 0.0 0 0.0

注記 1. 固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
2. 変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金
3. その他定期預金　：規制金利の一般定期と期日指定定期預金の合計

■ 預金者別預金残高
(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金　額 構成比 金　額 構成比

個人 979,982 77.1 1,000,559 77.2
一般法人 244,782 19.2 245,732 18.9
金融機関 5,090 0.4 5,334 0.4
公金 40,736 3.2 44,433 3.4
合計 1,270,592 100.0 1,296,060 100.0

注記 個人の預金残高は、毎年着実に増加しており、2019年度は前期比205億円（2.09%）増加しました。

■ 1店舗当り預金残高
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
預金 27,621 28,801

■ 職員1人当り預金残高
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
預金 1,557 1,592

注記 店舗には出張所を含んでおりません。
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融資業務
■ 貸出金科目別残高

(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金額 構成比 金額 構成比

割引手形
末残 4,687 0.7 3,758 0.6
平残 4,106 0.7 3,728 0.6

手形貸付
末残 48,575 8.1 51,859 8.8
平残 48,192 8.2 48,940 8.4

証書貸付
末残 504,117 85.0 494,997 84.2
平残 501,422 85.7 498,298 85.5

当座貸越
末残 35,685 6.0 37,123 6.3
平残 30,850 5.2 31,512 5.4

合計
末残 593,067 100.0 587,738 100.0
平残 584,571 100.0 582,479 100.0

注記 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

■ 固定金利及び変動金利の貸出金残高
(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金額 構成比 金額 構成比

固定金利貸出 335,754 56.6 321,666 54.7
変動金利貸出 257,313 43.3 266,072 45.2
合計 593,067 100.0 587,738 100.0

■ 1店舗当り貸出金残高
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
貸出金 12,892 13,060

■ 職員1人当り貸出金残高
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
貸出金 726 722

注記 店舗には出張所を含んでおりません。

■ 貸出金使途別残高
(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金額 構成比 金額 構成比

設備資金 306,318 51.6 306,142 52.0
運転資金 286,748 48.4 281,595 47.9
合計 593,067 100.0 587,738 100.0

■ 預貸率
(単位：％)

2018年度 2019年度
期末 46.67 45.34
期中平均 46.37 45.89

注記 1. 預貸率＝貸出金÷（預金積金＋譲渡性預金）×100
2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

■ 預証率
(単位：％)

2018年度 2019年度
期末 38.24 37.95
期中平均 38.75 37.61

注記 1. 預証率＝有価証券÷（預金積金＋譲渡性預金）×100
2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。
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■ 貸出金担保別内訳
(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金　額 構成比 金　額 構成比

当金庫預金積金 7,889 1.3 8,096 1.3
有価証券 259 0.0 217 0.0
動産 554 0.0 572 0.1
不動産 149,966 25.2 150,378 25.5
その他 1,616 0.2 1,600 0.2
　　　計 160,287 27.0 160,865 27.3
信用保証協会・信用保険 97,420 16.4 97,025 16.5
保証 224,514 37.8 224,727 38.2
信用 110,845 18.6 105,119 17.8
合計 593,067 100.0 587,738 100.0

■ 債務保証見返の担保別内訳
(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金　額 構成比 金　額 構成比

当金庫預金積金 66 4.3 62 4.0
有価証券 ー ー ー ー
動産 ー ー ー ー
不動産 204 13.4 243 16.0
その他 ー ー ー ー
　　　計 270 17.8 305 20.1
信用保証協会・信用保険 ー ー ー ー
保証 465 30.6 450 29.7
信用 781 51.5 760 50.1
合計 1,517 100.0 1,517 100.0

■ 消費者ローン・住宅ローン残高
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
消費者ローン 6,795 6,541
住宅ローン 127,224 127,327

■ 代理貸付残高の内訳
(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
金　額 構成比 金　額 構成比

信金中央金庫 202 3.0 120 2.0
日本政策金融公庫　国民生活事業（＊） ー ー ー ー
独立行政法人　住宅金融支援機構 4,822 72.8 4,172 69.5
日本政策金融公庫　中小企業事業（＊） ー ー ー ー
独立行政法人 福祉医療機構 628 9.5 543 9.0
日本政策金融公庫　農林水産事業（＊） 896 13.5 1,102 18.3
独立行政法人　中小企業基盤整備機構 69 1.0 63 1.0
合計 6,619 100.0 6,000 100.0

（＊）2008年10月に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫は、日本政策金融公庫に統合されました。
その結果、旧国民生活金融公庫の実績は日本政策金融公庫の国民生活事業の欄をご覧ください。
同様に、旧中小企業金融公庫は日本政策金融公庫の中小企業事業の欄に、
旧農林漁業金融公庫は日本政策金融公庫の農林水産事業の欄に表記しております。
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■ 貸出金業種別内訳
(単位：先、百万円、％)

2018年度 2019年度
先数 金額 構成比 先数 金額 構成比

製造業 1,037 67,260 11.3 1,047 65,494 11.1

農業、林業 151 3,548 0.5 144 3,241 0.5

漁業 21 470 0.0 23 466 0.0

鉱業、採石業、砂利採取業 6 476 0.0 6 499 0.0

建設業 1,120 33,093 5.5 1,154 33,803 5.7

電気・ガス・熱供給・水道業 26 1,694 0.2 26 1,959 0.3

情報通信業 12 239 0.0 15 333 0.0

運輸業、郵便業 186 10,431 1.7 186 10,362 1.7

卸売業、小売業 962 44,272 7.4 974 44,641 7.5

金融業、保険業 48 45,451 7.6 50 43,756 7.4

不動産業 1,235 106,549 17.9 1,263 111,035 18.8

物品賃貸業 13 1,800 0.3 11 1,718 0.2

学術研究、専門・技術サービス業 120 3,993 0.6 117 3,944 0.6

宿泊業 13 2,012 0.3 11 1,844 0.3

飲食業 361 5,858 0.9 361 6,340 1.0

生活関連サービス業、娯楽業 210 14,230 2.3 206 12,702 2.1

教育、学習支援業 31 4,356 0.7 34 4,129 0.7

医療、福祉 253 16,995 2.8 248 17,590 2.9

その他のサービス 700 17,134 2.8 729 18,401 3.1

小計 6,505 379,870 64.0 6,605 382,266 65.0

地方公共団体 13 44,146 7.4 13 38,059 6.4

個人 21,840 169,050 28.5 21,120 167,412 28.4

合計 28,358 593,067 100.0 27,738 587,738 100.0

注記 1. 当座貸越を含んでおります。
2. 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
3. 構成比は単位未満を切り捨てております。
4. 国外向けの貸出については、国内向けの貸出と同様に業種別に区分し、計数に含めております。

■ 貸倒引当金の内訳
(単位：百万円)

期首残高 当　期
増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他

一般貸倒引当金
2018年度 1,470 1,179 ー 1,470 1,179
2019年度 1,179 780 ー 1,179 780

個別貸倒引当金
2018年度 2,975 2,553 376 2,598 2,553
2019年度 2,553 2,664 259 2,293 2,664

合計
2018年度 4,446 3,733 376 4,069 3,733
2019年度 3,733 3,445 259 3,473 3,445

■ 貸出金償却額
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
貸出金償却額 93 31
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証券・その他の業務
■ 有価証券平均残高

(単位：百万円、％)

2018年度 2019年度
残　高 構成比 残　高 構成比

国債 69,387 14.2 58,815 12.3
地方債 119,974 24.6 102,102 21.4
社債 268,587 55.0 290,562 60.9
株式 6,978 1.4 3,743 0.8
外国証券 ー ー ー ー
その他の証券 23,588 4.8 22,118 4.6
合計 488,517 100.0 477,343 100.0

■ 有価証券の残存期間別残高
(単位：百万円)

2018年度 1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超 期間の定めなし 合　計
国債 9,385 22,087 11,928 4,168 ー 21,991 ー 69,562
地方債 11,795 23,456 54,303 3,103 1,004 21,100 ー 114,762
社債 13,385 51,145 60,840 17,055 54,859 78,496 ー 275,782
株式 ー ー ー ー ー ー 5,105 5,105
外国証券 ー ー ー ー ー ー ー ー
その他の証券 6 ー ー 17 149 ー 20,571 20,745
2019年度 1年以下 1年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超10年以下 10年超 期間の定めなし 合　計

国債 11,610 17,343 5,149 ー ー 18,362 ー 52,466
地方債 6,094 43,505 30,520 660 1,089 11,043 ー 92,914
社債 18,626 54,964 49,341 12,595 103,356 87,422 ー 326,306
株式 ー ー ー ー ー ー 2,777 2,777
外国証券 ー ー ー ー ー ー ー ー
その他の証券 2 ー ー 16 146 ー 17,333 17,498

■ 外国為替取扱実績
(単位：件、千米ドル)

2018年度 2019年度
件　数 金　額 件　数 金　額

貿易 2,867 131,873 2,606 102,518
　　輸出 716 38,616 730 33,615
　　輸入 2,151 93,256 1,876 68,903
貿易外 3,838 40,129 3,062 39,391
　　受取 556 18,949 345 18,311
　　支払 3,282 21,180 2,717 21,080
両替 1,182 1,848 286 304
合計 7,887 173,850 5,954 142,213

■ 外貨建資産残高
(単位：千米ドル)

2018年度 2019年度
外貨建資産残高 14,469 16,975

■ 公共債引受・窓販実績
(単位：百万円)

2018年度 2019年度
公共債引受 260 103

国債 ー ー
地方債 ー ー
政保債 260 103

公共債窓販実績 252 72

■ 内国為替取扱実績
(単位：千件、百万円)

2018年度 2019年度
件　数 金　額 件　数 金　額

仕向為替 2,245 1,405,615 2,236 1,418,114
　送金・振込 2,144 1,177,396 2,143 1,215,306
　代金取立 100 228,219 92 202,808
被仕向為替 2,671 1,583,215 2,696 1,639,760
　送金・振込 2,581 1,386,888 2,612 1,463,542
　代金取立 90 196,326 83 176,217
合計 4,916 2,988,830 4,933 3,057,875
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時価情報等
■ 有価証券
1．売買目的有価証券　　　該当ありません。
2．満期保有目的の債券 (単位：百万円)

種類 2018年度 2019年度
 貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 社債 415 419 4 225 225 0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 社債 ー ー 　ー ー ー ー
合計 415 419 4 225 225 0

注記 1. 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
2. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含まれておりません。

3．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの　　　該当ありません。
4．その他有価証券 (単位：百万円)

種類 2018年度 2019年度
貸借対照表計上額 取得原価 差額 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 1,186 514 671 714 266 448
債券 456,145 435,756 20,388 351,344 338,120 13,224
　国債 69,562 65,063 4,499 52,466 49,235 3,230
　地方債 114,762 110,469 4,293 92,914 90,068 2,846
　社債 271,819 260,224 11,595 205,963 198,816 7,147
その他 ー ー ー ー ー ー
小計 457,331 436,271 21,059 352,059 338,386 13,672

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 3,580 4,240 △ 660 1,724 2,107 △ 383
債券 3,547 3,561 △ 13 120,118 122,812 △ 2,694
　国債 ー ー ー ー ー ー
　地方債 ー ー ー ー ー ー
　社債 3,547 3,561 △ 13 120,118 122,812 △ 2,694
その他 7,063 9,974 △ 2,910 3,826 5,262 △ 1,436
小計 14,191 17,775 △ 3,583 125,669 130,183 △ 4,513

合計 471,522 454,047 17,475 477,728 468,569 9,159

注記 1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
2. 上記の「その他」は、投資信託等です。
3. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含まれておりません。

5．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券 (単位：百万円)

2018年度　貸借対照表計上額 2019年度　貸借対照表計上額
子会社・子法人等株式 20 20
関連法人等株式 7 7
非上場株式 311 310
組合出資金　※1 173 164
投資信託 13,507 13,507
合計 14,020 14,010

注記 ※1　組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価
開示の対象とはしておりません。

■ 金銭の信託
1．満期保有目的の金銭の信託　　　該当ありません。
2．運用目的の金銭の信託並びにその他の金銭の信託　　　該当ありません。

■ デリバティブ取引
1．金利関連取引　　　該当ありません。
2．通貨関連取引 (単位：百万円)

2018年度 2019年度

店
頭

為替予約 契約額等 契約額等のうち
1年超のもの 時価 評価損益 契約額等 契約額等のうち

1年超のもの 時価 評価損益

　　売建 615 27 617 0 1,061 13 1,104 △ 43
　　買建 677 0 688 10 986 ー 1,024 38

注記 1. 上記取引については時価評価を行ない、評価損益を損益計算書に計上しておりますが、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引及び外貨
建金銭債権債務等に付されたもので、当該外貨建金銭債権債務等の貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いていま
す。

2. 時価の算定につきましては、割引現在価値等により算定しております。
3. 「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に基づき

ヘッジ会計を適用している為替スワップ取引等については、上記記載から除いております。

3．株式関連取引　4．債券関連取引　5．商品関連取引　6．クレジットデリバティブ取引　　　いずれも該当ありません。
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連結決算
■ 主要な事業の内容及び組織の構成
　蒲郡信用金庫グループは、当金庫、子会社1社、関連法人等1社で構成され、信用金庫業務を中心に、事務処理代行業務、リース業務
などの金融サービスを提供しております。

蒲郡信用金庫
本店ほか44支店、1出張所
（2020年3月末現在）

がましんビジネスサービス株式会社
当金庫の事務受託業務

子会社

蒲信リース株式会社
リース業務

関連法人等

■ 子会社等の概要
2020年3月末現在

名　称 がましんビジネスサービス株式会社 蒲信リース株式会社

所在地
蒲郡市神明町4番25号
TEL.0533-68-1451

蒲郡市神明町2番1号
TEL.0533-67-7161

資本金 20百万円 50百万円
事業の内容 帳票類の保存業務、用度品の管理・配送業務等 リース業務
設立年月日 1986年10月1日 1984年7月10日
当金庫の議決権比率 100% 19.5%
子会社等の議決権比率 0% 0%

■ 事業概況
●がましんビジネスサービス（株）
　2019年度は、蒲郡信用金庫へ業務の移管及び資産の譲渡を行ったため、売上高は前期比48.8%減少し34,152千円となりました。
また、従業員も同金庫へ転籍したため、販売費一般管理費が同比44.5%減少したことにより、経常利益は同比17.5%減少の2,028
千円、当期純利益は同比21.7%減少の1,093千円となりました。

●蒲信リース（株）
　2019年度は、売上高は設備投資需要の低下等により前期比1.0%減少の1,352,912千円となりましたが、経費の削減等により経
常利益は同比39.1%増加し46,780千円となりました。また、特別利益としてリース損失引当金戻入益を4,381千円計上したこと等
により、当期純利益は同比28.6%増加の39,128千円となりました。

■ 主要な連結経営指標
（単位：百万円）

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
連結経常収益 16,797 15,728 15,191 16,035 16,331
連結経常利益 3,067 2,958 3,034 3,103 3,048
親会社株主に帰属する当期純利益 2,256 1,947 2,205 2,205 2,057
連結純資産額 91,598 90,201 90,905 92,203 88,195
連結総資産額 1,324,488 1,365,102 1,416,697 1,426,675 1,435,413
連結自己資本比率 15.26% 14.88% 14.64% 14.39% 13.94%

■ 事業の種類別セグメント情報
　連結グループは信用金庫業務以外に一部でリース業等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少
であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
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◎連結貸借対照表
(単位：百万円)

科　目 2019年3月末 2020年3月末
（資産の部）
現金及び預け金 328,126 336,160
買入金銭債権 282 280
有価証券 486,215 492,226
貸出金 593,067 587,738
外国為替 362 274
その他資産 7,063 6,747
有形固定資産 13,426 13,553
無形固定資産 168 130
退職給付に係る資産 177 228
債務保証見返 1,517 1,517
貸倒引当金 △ 3,733 △ 3,445
資産の部合計 1,426,675 1,435,413

(単位：百万円)

科　目 2019年3月末 2020年3月末
（負債の部）
預金積金 1,270,512 1,295,982
借用金 55,113 44,400
外国為替 34 23
その他負債 2,787 2,966
賞与引当金 474 562
役員賞与引当金 25 26
退職給付に係る負債 173 188
役員退職慰労引当金 161 186
偶発損失引当金 302 244
睡眠預金払戻損失引当金 33 24
繰延税金負債 3,335 1,093
債務保証 1,517 1,517
負債の部合計 1,334,471 1,347,217
（純資産の部）
　出資金 888 875
　利益剰余金 78,693 80,715
　処分未済持分 △0 △0
会員勘定合計 79,581 81,590
　その他有価証券評価差額金 12,622 6,604
評価・換算差額等合計 12,622 6,604
純資産の部合計 92,203 88,195
負債及び純資産の部合計 1,426,675 1,435,413

◎連結損益計算書
(単位：百万円)

科　目 2018年4月1日〜
2019年3月31日

2019年4月1日〜
2020年3月31日

経常収益 16,035 16,331
　資金運用収益 12,272 11,701
　　貸出金利息 6,454 6,263
　　預け金利息 405 407
　　有価証券利息配当金 5,286 4,906
　　その他の受入利息 125 124
　役務取引等収益 1,310 1,341
　その他業務収益 1,691 2,995
　その他経常収益 760 293
　　貸倒引当金戻入益 336 27
　　償却債権取立益 120 37
　　その他の経常収益 302 228
経常費用 12,932 13,282
　資金調達費用 588 356
　　預金利息 546 329
　　給付補塡備金繰入額 36 22
　　その他の支払利息 4 4
　役務取引等費用 923 901
　その他業務費用 7 1,399
　経費 10,036 9,714
　その他経常費用 1,376 911
　　貸出金償却 93 31
　　その他の経常費用 1,283 879
経常利益 3,103 3,048

(単位：百万円)

科　目 2018年4月1日〜
2019年3月31日

2019年4月1日〜
2020年3月31日

特別利益 ー 6
　　固定資産処分益 ー 6
特別損失 43 66
　　固定資産処分損 43 66
税金等調整前当期純利益 3,059 2,988
法人税、住民税及び事業税 580 873
法人税等調整額 273 57
法人税等合計 853 930
当期純利益 2,205 2,057
　　親会社株主に帰属する当期純利益 2,205 2,057

◎連結剰余金計算書
(単位：百万円)

科　目 2018年4月1日〜
2019年3月31日

2019年4月1日〜
2020年3月31日

（利益剰余金の部）
利益剰余金期首残高 76,541 78,693
利益剰余金増加高 2,205 2,057
　　親会社株主に帰属する当期純利益 2,205 2,057
利益剰余金減少高 54 35
　　配当金 54 35
利益剰余金期末残高 78,693 80,715
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連結財務諸表の作成方針
1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結される子会社及び子法人等　　　　　　　　　　　　　1社

会社名：がましんビジネスサービス株式会社
(2) 非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。
2. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等　　1社

会社名：蒲信リース株式会社
(2) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等

　該当ありません。
3. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

　連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりでありま
す。

3月末日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1社
4. 連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項

　連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価について
は、全面時価評価法を採用しております。

5. 連結調整勘定の償却に関する事項
　該当ありません。

6. 剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
　連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分
に基づいて作成しております。

連結貸借対照表の注記事項 （2020年3月期）
1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却

原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分
法非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有
価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法によ
り行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により
処理しております。

3. デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4. 当金庫の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただ

し、1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額
法）を採用しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　建　物　　６年〜50年
　　　　その他　　３年〜20年
　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積
耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。

5. 無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却して
おります。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、当金庫並びに連
結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

6. 当金庫の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換
算額を付しております。
　連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞ
れの決算日等の為替相場により換算しております。

7. 当金庫の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとお
り計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破
綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載され
ている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経
営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その
残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し
ております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率の過去一定期間における平均値に基づき予想損失率を求
め、これに将来見込等必要な修正を加えて算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、融資部（営業関連部署）
が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部（資産監査部署）が査
定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、
債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除
した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額
は490百万円であります。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過
去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債
権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計
上しております。

8. 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の
支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

9. 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞
与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しておりま
す。

10. 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの
期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。また、
過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりでありま
す。

過去勤務費用 その発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の
年数（10年）による定額法により損益処理

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の職員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から
損益処理

　「退職給付に係る資産」及び「退職給付に係る負債」については、信用
金庫法施行規則別紙様式に基づき、退職給付債務に未認識数理計算上の差
異及び未認識過去勤務費用を加減した額と年金資産の額の差額を計上して
おります。
　なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しております。
　当金庫並びに連結される子会社及び子法人等は、複数事業主（信用金庫
等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入し
ており、当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の拠出に対応する年
金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度へ
の拠出額を退職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の掛金等に
占める当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の割合並びにこれらに
関する補足説明は次のとおりであります。
① 制度全体の積立状況に関する事項（2019年3月31日現在）

年金資産の額 1,650,650百万円
年金財政計算上の数理債務の額
と最低責任準備金の額との合計額 1,782,453百万円
差引額 △131,803百万円

 

② 制度全体に占める当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の掛金
拠出割合［又は加入人数割合あるいは給与総額割合］（2019年3月31
日現在）

0.78％
③ 補足説明
　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
180,752百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は
期間19年0ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫並びに連結される子会
社及び子法人等は、当連結会計年度の財務諸表上、当該償却に充てられる
特別掛金142百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与
の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫並びに連結さ
れる子会社及び子法人等の実際の負担割合とは一致しません。

11. 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生し
ていると認められる額を計上しております。

12. 睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの
払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻
損失見込額を計上しております。

13. 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来
の負担金支払見込額を計上しております。

14. 当金庫の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ
会計の方法は、日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号「銀行業
における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」
（2002年7月29日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有
効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減
殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段
とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨
ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を
評価しております。

15. 当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以
下「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。た
だし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に
計上しております。

16. 当金庫の理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権
総額
28百万円

17. 当金庫の理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務
は残高がありません。

18. 子会社等の株式の総額 291百万円
19. 有形固定資産の減価償却累計額 7,761百万円
20. 貸出金のうち、破綻先債権額は141百万円、延滞債権額は17,209百万円

であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令
（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由
又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した
貸出金以外の貸出金であります。

21. 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額はありません。
　なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の
翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当
しないものであります。

22. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は184百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

23. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権
額の合計額は17,534百万円であります。
　なお、20. から23. に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり
ます。
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24. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理し
ております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手
形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は3,758百万円であります。

25. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券 50,077百万円
預け金 855百万円
保証金 1百万円

担保資産に対応する債務
預金 13,631百万円
借用金 44,400百万円

　上記のほか、為替決済取引の担保として預け金20,000百万円、手形交
換取引の担保として保証金2百万円を差し入れております。
　また、その他の資産のうち保証金は161百万円であります。

26. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3
項)による社債に対する当金庫の保証債務の額は225百万円であります。

27. 出資1口当たりの純資産額 50,361円75銭
28. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　当金庫グループは、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金
融業務を行っております。このため、金利変動による不利な影響が生じ
ないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をしております。その
一環として、デリバティブ取引も行っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する
貸出金です。また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、
満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場
価格の変動リスクに晒されております。
　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに
晒されております。また、変動金利の預金については、金利の変動リス
クに晒されております。
　デリバティブ取引には為替変動リスクヘッジの一環で行っている為替
予約・通貨スワップがあります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理
　当金庫グループは、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金
について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額・保全不足限度額、
大口与信管理、融資ポートフォリオ管理、信用リスク量の計測、信用
情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関す
る体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、
定期的に経営陣によるリスク管理委員会や理事会を開催し、審議・報
告を行っております。さらに、与信管理の状況については監査部がチ
ェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンター
パーティーリスクに関しては、資金運用部において、信用情報や時価
の把握を定期的に行うことで管理しております。

② 市場リスクの管理
(ⅰ) 金利リスクの管理

　金利リスクについては、的確に把握し厳正に管理するため、ALMに
関する各種要領等を制定し、これらの要領等に基づき、リスク管理を
行っております。金利リスクの管理方法については、金融資産及び金
融負債の金利や期間を総合的に把握し、マチュリティラダー分析や金
利感応度分析等によりモニタリングを行い、これらについては定期的
にリスク管理委員会等に報告しております。

(ⅱ) 為替リスクの管理
　当金庫グループは、為替の変動リスクに関して、日々の為替リスク・
ポジションを管理し、為替予約を行っております。

(ⅲ) 価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理委員会
の方針に基づき、理事会の監督の下、「市場リスク管理要領」に従い
行われております。
　このうち、資金運用部では、市場運用商品の購入を行っており、事
前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、
価格変動リスクの軽減を図っております。
　資金運用部で保有している株式のうち事業推進目的で保有している
ものについては、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリングし
ています。
　これらの情報は資金運用部を通じ、理事会及びリスク管理委員会に
おいて定期的に報告されております。

(ⅳ) デリバティブ取引
　デリバティブ取引（為替予約）に関しては、取引の執行、ヘッジ有
効性の評価、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立
するとともに、為替持高（為替リスク回避）管理マニュアル等に基づ
き実施されております。

(ⅴ) 市場リスクに係る定量的情報
　当金庫グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影
響を受ける主たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち債券、
「貸出金」、「預金積金」、「借用金」であります。
　当金庫グループでは、これらの金融資産及び金融負債について、「信
用金庫法施行規則第132条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本
の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」（平成26年金
融庁告示第8号）において通貨ごとに規定された金利ショックを用いた
経済価値の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあ
たっての定量的分析に利用しております。
　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債をそ
れぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利
変動幅を用いております。

　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当連結会
計年度末において、上方パラレルシフト（指標金利の上昇をいい、日本円
金利の場合1.00％上昇等、通貨ごとに上昇幅が異なる）が生じた場合、経
済価値は、36,155百万円減少するものと把握しております
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、
金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。
　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定
額を超える影響が生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫グループは、ALMを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調
達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによ
って、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ
た場合、当該価額が異なることもあります。

29. 金融商品の時価等に関する事項
　2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額は次のとおりであります（時価等の算定方法については（注1）参照）。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次
表には含めておりません（（注2）参照）。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(単位：百万円)
連結貸借対照表

計上額 時価 差額
(1) 預け金 319,298 319,280 △17
(2) 有価証券 477,953 477,954 0

満期保有目的の債券 225 225 0
その他有価証券 477,728 477,728 ー

(3) 貸出金 587,738 ー ー
貸倒引当金 (＊1) △3,379 ー ー

584,359 596,882 12,523
金融資産計 1,381,611 1,394,117 12,506

(1) 預金積金 1,295,982 1,296,099 116
(2) 借用金 44,400 44,423 23

金融負債計 1,340,382 1,340,523 140
デリバティブ取引 (＊2)

ヘッジ会計が適用されて
いないもの 6 6 ー

ヘッジ会計が適用されて
いるもの ー ー ー

デリバティブ取引計 6 6 ー
(＊1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除してお

ります。
(＊2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示

しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示し
ており、合計で正味の債務となる項目については、（　）で表示し
ております。

(注1) 金融商品の時価等の算定方法
金融資産
(1) 預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金につい
ては、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想
定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
(2) 有価証券

　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提
示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価
額によっております。
　自金庫保証付私募債は、デフォルト率と回収率を考慮したキャッシ
ュ・フローの平均値を無リスク利子率で割り引いて時価を算定してお
ります。
　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については30.
から32.に記載しております。
(3) 貸出金

　貸出金は、以下の①〜③の方法により算出し、その算出結果を時価
に代わる金額として記載しております。
① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシ

ュ・フローの見積りが困難な債権については、連結貸借対照表中の
貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出
金計上額」という。）の合計額から貸出金に対応する個別貸倒引当
金を控除した価額。

② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額。
③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づ

く区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想
定される利率で割り引いた価額。

　なお、残存期間が短期間（1年以内）の貸出金（証書貸出を除く）
は貸出金計上額を時価としております。

金融負債
(1) 預金積金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳
簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定
の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在
価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際
に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間（1年以
内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
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(2) 借用金
　借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該
借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引
いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間（1年以内）
のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は、通貨関連取引（為替予約・通貨スワップ）があり
ます。割引現在価値等により算出した価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借

対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれ
ておりません。

(単位：百万円)
区　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 (＊1)(＊2) 310
組合出資金 (＊3) 164
投資信託 (＊4) 13,507
　合計 13,982
(＊1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりませ
ん。

(＊2) 当事業年度において、非上場株式について0.5百万円減損処理を行
っております。

(＊3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握すること
が極めて困難と認められるもので構成されているものについては、
時価開示の対象とはしておりません。

(＊4) 投資信託のうち、時価を把握することが極めて困難と認められるも
のについては、時価開示の対象とはしておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

預け金 (＊1) 268,469 855 ー 5,000
有価証券 36,114 196,988 115,600 109,400
　満期保有目的の債券 160 65 ー ー
　その他有価証券の
　うち満期があるもの 35,954 196,923 115,600 109,400

貸出金 (＊2) 108,184 145,898 109,703 183,881
合計 412,767 343,741 225,303 298,281
(＊1) 預け金のうち、期間の定めがないものは含めておりません。
(＊2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、

延滞している債権、償還予定額が見込めないもの、期間の定めがな
いものは含めておりません。

(注4) 借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内 10年超

預金積金(＊) 1,183,798 111,669 21 492
借用金 13,300 31,100 ー ー
合計 1,197,098 142,769 21 492
(＊) 預金積金のうち、要求払預金は「1年以内」に含めております。

30. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。こ
れらは、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」
であります。以下、32.まで同様であります。
満期保有目的の債券 (単位：百万円)

種類 連結
貸借対照表計上額 時価 差額

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

社債 225 225 0
小計 225 225 0

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

社債 ー ー ー
小計 ー ー ー
合計 225 225 0

その他有価証券 (単位：百万円)

種類 連結
貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超えるもの

株式 714 266 448
債券 351,344 338,120 13,224
　国債 52,466 49,235 3,230
　地方債 92,914 90,068 2,846
　社債 205,963 198,816 7,147
その他 ー ー ー
小計 352,059 338,386 13,672

連結貸借対照表
計上額が取得原価を
超えないもの

株式 1,724 2,107 △383
債券 120,118 122,812 △2,694
　国債 ー ー ー
　地方債 ー ー ー
　社債 120,118 122,812 △2,694
その他 3,826 5,262 △1,436
小計 125,669 130,183 △4,513
合計 477,728 468,569 9,159

31. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株式 2,716 120 174
債券 43,888 2,785 ー
　国債 6,830 317 ー
　地方債 16,359 764 ー
　社債 20,698 1,704 ー
その他 4,083 23 1,397
合計 50,687 2,929 1,571

32. 減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難な
ものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落
しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの
については、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評
価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）
しております。
　当連結会計年度における減損処理は606百万円（うち株式606百万円）
であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、決算日にお
ける時価が取得原価に比べ30％以上下落したものとしております。
　減損処理にあたっては、時価のある銘柄は、決算日における時価が取得
原価に比べ50％以上下落した銘柄については全て減損処理を行い、30％
以上50％未満の銘柄については、過去一定期間の時価の推移や発行会社の
業績の推移、信用度を考慮の上、時価の回復可能性があると認められる銘
柄を除き減損処理しております。

33. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は38,733百万円であります。こ
のうち原契約期間が1年以内のものが32,801百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた
め、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫並びに連結される子会社及
び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありませ
ん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相
当の事由があるときは、当金庫並びに連結される子会社及び子法人等が実
行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている
金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
与信保全上の措置等を講じております。

34. 当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。
退職給付債務 △4,971百万円
年金資産（時価） 4,820
未積立退職給付債務 △151
未認識数理計算上の差異 194
未認識過去勤務費用（債務の減額） △3
連結貸借対照表計上額の純額 △39
退職給付に係る資産 △228
退職給付に係る負債 188

連結損益計算書の注記事項 （2020年3月期）
1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 出資1口当りの当期純利益額 1,164円26銭
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自己資本の充実の状況等について
バーゼルⅢについて
　バーゼルⅢとは、バーゼル銀行監督委員会が公表している金融機関の自己資本比率や流動性比率等に関する国際統一基準のことで、1988年のバーゼル
Ⅰ、2004年のバーゼルⅡに続いて、2008〜2009年の世界的金融危機を契機として見直された新しい規制の枠組みのことで、2010年に公表されました。
　バーゼルⅢでは自己資本比率規制がさらに厳格になっており、2013年から段階的に適用され最終的に2027年に完全適用される予定です。

1．自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本は、地域の皆さまによる出資金および返済や利払い等の負担のない永年の収益の蓄積である「特別積立金」（単体）
で占められています。（連結の場合は「利益剰余金」が該当します。）

2．自己資本の構成に関する事項
（1）自己資本の構成（単体） (単位：百万円)

項　目 2018年度 2019年度

コア資本に係る基礎項目　　（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 79,213 81,216

うち、出資金及び資本剰余金の額 888 875
うち、利益剰余金の額 78,360 80,375
うち、外部流出予定額（△） 35 35
うち、上記以外に該当するものの額 － －

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 1,179 780
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,179 780
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の
額に含まれる額 － －

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された
資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに
相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

コア資本に係る基礎項目の額　　　（イ） 80,392 81,997
コア資本に係る調整項目　　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 122 94

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 122 94

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
前払年金費用の額 128 165
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る10パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る15パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額　　（ロ） 250 259
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　（ハ） 80,142 81,737
リスク・アセット等　　（3）
信用リスク・アセットの額の合計額 534,679 564,784

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △2,181 △1,425
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △2,181 △1,425
うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 24,030 23,540
信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額　　（ニ） 558,710 588,324
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 14.34％ 13.89％
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注記 1. 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会
がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき
算出しております。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

2. 金額、比率とも単位未満を切り捨てています。

（2）連結の範囲に関する事項
会社数 会社名 事業内容等

連結される子会社等 1 がましんビジネスサービス（株） 帳票類の整理業務など
非連結の子会社等 該当ありません
持分法適用の非連結の子会社等 1 蒲信リース（株） リース業務
持分法非適用の非連結の子会社等 該当ありません

（3）自己資本の構成（連結） (単位：百万円)

項　目 2018年度 2019年度

コア資本に係る基礎項目　　（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 79,545 81,555

うち、出資金及び資本剰余金の額 888 875
うち、利益剰余金の額 78,693 80,715
うち、外部流出予定額（△） 35 35
うち、上記以外に該当するものの額 △0 △0

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等 － －
うち、為替換算調整勘定 － －
うち、退職給付に係るものの額 － －

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 － －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 1,179 780

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,179 780
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の
額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額の
うち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
コア資本に係る基礎項目の額　　　　（イ） 80,725 82,336
コア資本に係る調整項目　　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 122 94

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 122 94

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
退職給付に係る資産の額 128 165
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る10パーセント基準超過額 － －

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る15パーセント基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額　　　　（ロ） 250 259
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　（ハ） 80,474 82,077
リスク・アセット等　　（3）
信用リスク・アセットの額の合計額 534,940 565,048

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △2,181 △1,425
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △2,181 △1,425
うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 24,029 23,539
信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額　　（ニ） 558,970 588,588
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 14.39％ 13.94％
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注記 1. 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会
がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき
算出しております。なお、当金庫グループは国内基準により連結自己資本比率を算出しております。

2. 金額、比率とも単位未満を切り捨てています。

3．自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　自己資本の充実度に関しまして、当金庫の自己資本の額は単体で817億円（連結では820億円）に達し、皆さまに安心してお取引い
ただける堅実経営の源泉になっています。また、自己資本比率は金融機関の財務の健全性をみるうえでの最も代表的な指標であります
が、当金庫の2020年3月期の自己資本比率は単体13.89％（連結13.94％）に達し、国内基準4％を大幅に上回り、経営の健全性・安
全性を充分保持しております。
　ポートフォリオ別の各エクスポージャーにつきましては、一分野に集中することなくリスク分散が図られていると評価しております。
　将来の自己資本充実策については、年度ごとに掲げる経営計画に基づいた業務活動を通じ、そこから得られる利益による資本の積上
げを第一義的な施策として考えております。なお、経営計画につきましては、貸出金計画に基づく利息収入や市場環境を踏まえた資金
運用収益など実現性の高い計画に基づいて策定しております。

4．自己資本の充実度に関する事項（単体） (単位：百万円)
2018年度 2019年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の

額の合計 534,679 21,387 564,784 22,591
①標準的手法が適用されるポートフォリオごと

のエクスポージャー 512,229 20,489 542,091 21,683
現金 ー ー ー ー
ソブリン向け 13,142 525 11,836 473
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 70,944 2,837 67,184 2,687
法人等向け 152,655 6,106 189,638 7,585
中小企業等向け及び個人向け 99,761 3,990 98,725 3,949
抵当権付住宅ローン 20,929 837 20,114 804
不動産取得等事業向け 111,990 4,479 116,124 4,644
3ヵ月以上延滞等 207 8 422 16
取立未済手形 95 3 75 3
信用保証協会等による保証付 3,006 120 2,989 119
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ー ー ー ー
出資等 5,186 207 3,035 121

出資等のエクスポージャー 5,186 207 3,035 121
重要な出資のエクスポージャー ー ー ー ー

上記以外 34,309 1,372 31,944 1,277
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等
及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のも
のに係るエクスポージャー

3,635 145 2,375 95

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調
整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 4,870 194 4,870 194
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る
エクスポージャー 4,031 161 3,898 155
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している
他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関す
るエクスポージャー

ー ー ー ー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していな
い他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のう
ち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を上回る
部分に係るエクスポージャー

ー ー ー ー

上記以外のエクスポージャー 21,772 870 20,800 832
②証券化エクスポージャー ー ー ー ー

証券化 STC要件適用分 ー ー ー ー
非STC要件適用分 ー ー ー ー

再証券化 ー ー ー ー
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 24,621 984 24,094 963

ルック・スルー方式 24,621 984 24,094 963
マンデート方式 ー ー ー ー
蓋然性方式（250％） ー ー ー ー
蓋然性方式（400％） ー ー ー ー
フォールバック方式（1250％） ー ー ー ー

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入
されるものの額 ー ー ー ー

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエク
スポージャーに係る経過措置によりリスク・アセ
ットの額に算入されなかったものの額

△2,181 △87 △1,425 △57

⑥ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額 10 0 23 0
⑦中央清算機関関連エクスポージャー ー ー ー ー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％
で除して得た額 24,030 961 23,540 941

ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 558,710 22,348 588,324 23,532
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（連結） (単位：百万円)
2018年度 2019年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の

額の合計 534,940 21,397 565,048 22,601
①標準的手法が適用されるポートフォリオごと
　のエクスポージャー 512,490 20,499 542,355 21,694

現金 ー ー ー ー
ソブリン向け 13,142 525 11,836 473
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 70,944 2,837 67,184 2,687
法人等向け 152,655 6,106 189,638 7,585
中小企業等向け及び個人向け 99,761 3,990 98,725 3,949
抵当権付住宅ローン 20,929 837 20,114 804
不動産取得等事業向け 111,990 4,479 116,124 4,644
3ヵ月以上延滞等 207 8 422 16
取立未済手形 95 3 75 3
信用保証協会等による保証付 3,006 120 2,989 119
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ー ー ー ー
出資等 5,444 217 3,298 131

出資等のエクスポージャー 5,444 217 3,298 131
重要な出資のエクスポージャー ー ー ー ー

上記以外 34,313 1,372 31,946 1,277
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等
及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のも
のに係るエクスポージャー

3,635 145 2,375 95

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調
整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 4,870 194 4,870 194
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る
エクスポージャー 4,034 161 3,899 155
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している
他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関す
るエクスポージャー

ー ー ー ー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していな
い他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のう
ち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を上回る
部分に係るエクスポージャー

ー ー ー ー

上記以外のエクスポージャー 21,773 870 20,800 832
②証券化エクスポージャー ー ー ー ー

証券化 STC要件適用分 ー ー ー ー
非STC要件適用分 ー ー ー ー

再証券化 ー ー ー ー
③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 24,621 984 24,094 963

ルック・スルー方式 24,621 984 24,094 963
マンデート方式 ー ー ー ー
蓋然性方式（250％） ー ー ー ー
蓋然性方式（400％） ー ー ー ー
フォールバック方式（1250％） ー ー ー ー

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入
されるものの額 ー ー ー ー

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエク
スポージャーに係る経過措置によりリスク・アセ
ットの額に算入されなかったものの額

△2,181 △87 △1,425 △57

⑥ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額 10 0 23 0
⑦中央清算機関関連エクスポージャー ー ー ー ー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％
で除して得た額 24,029 961 23,539 941

ハ．連結総所要自己資本額（イ＋ロ） 558,970 22,358 588,588 23,543

注記 1. 「所要自己資本額」とは、各々のリスク・アセット×4%（自己資本比率規制における国内基準）で算出される額をいいます。
2. 「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
3. 「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、地方公共団体、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供給公社、地方道路公社、外国の中

央政府以外の公共部門（当該国内においてソブリン扱いになっているもの）、国際開発銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧
州共同体、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会のことです。

4. 「3ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリ
ン向け」、「金融機関向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

5. オペレーショナル・リスクは、当金庫は「基礎的手法」を採用しています。算定方法は以下のとおり。
粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
(粗利益＝業務粗利益－債券損益5勘定尻＋役務取引等費用)

6. 単体・連結総所要自己資本額＝単体・連結自己資本比率の分母の額×4％

57

自己資本の充実の状況等について



THE GAMAGORI SHINKIN BANK

2020/06/26 17:23:37 / 20643690_蒲郡信用金庫_総会その他（Ｃ）

各種リスク管理態勢について
【信用リスクに関する事項】
＜リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く＞
1．信用リスクの管理方針及び手続きの概要
　信用リスクとは、お取引先の業況悪化や破綻等で融資等の回収が困難となることにより被るリスクです。当金庫では、信用リスクを
管理すべき最重要のリスクと認識し、「信用リスク管理要領」に基づき、与信業務の健全な運営を期して適正なリスクの把握と適切な
リスク管理を行うことにより、資産の健全性を維持・確保することを基本方針としています。審査部門は営業推進部門とは明確に分離
され、厳格に審査するほか、財務情報に定性情報を加味した企業格付を実施し、お取引先の状況把握、分析を行っています。貸倒引当
金の計上基準は、資料編P.37「貸借対照表の注記事項」記載のとおりです。また、将来、予想される損失については、法令等に基づき
適切な貸倒引当を行っています。なお、信用リスクの変動状況等は、リスク管理委員会等に適宜、報告される態勢となっています。

2．標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項
（1）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

　リスク・ウェイトとは、自己資本比率を算出する際の分母相当額（リスク・アセット額）を求めるために使用する資産の種類ご
との掛け目のことです。当金庫は、自己資本比率の算出方法は、予め定められたリスク・ウェイトを使用する「標準的手法」を採
用しております。この手法を採用する金融機関では、リスク・ウェイトの判定に適格格付機関等の信用評価（格付）の区分ごとに
定められたリスク・ウェイトを使用します。当金庫では、保有資産について、次の3社の評価をリスク・ウェイトの判定に使用し
ています。

① 株式会社　格付投資情報センター
② 株式会社　日本格付研究所
③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

（2）エクスポージャーの種類ごとのリスク･ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称
　国内債および本邦法人向けエクスポージャー（保証を含む）については、以下の2社の評価によるものとしています。

① 株式会社　格付投資情報センター
② 株式会社　日本格付研究所

3．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスク削減手法とは、当金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、
保証などが該当します。
　当金庫では融資の取り上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など様々な角度から可否を判断してお
り、担保・保証等に過度に依存しないようあくまでも補完的な位置づけとして、次の手法を採用しています。ただし、与信審査の結果、
担保または保証が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいたうえで、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めて
おります。
（1）適格金融資産担保

　定期預金および定期積金を担保としている貸出金については、担保額を信用リスク削減額とします。なお、担保額は貸出債権額
を上限とし、定期預金は元金、定期積金は掛込残高の範囲内とします。

（2）貸出金と当金庫預金の相殺
　ご融資先ごとに貸出金と担保に供されていない預金の一部を信用リスク計算上相殺しています。相殺に使用する預金の種類は積
立定期預金を除く定期預金および定期積金としています。また、信用リスク削減額は、貸出金の残存期間を上回る預金については、
全額、下回る預金については、定められたルールに基づく調整率を乗じた額としています。

（3）保証
　国、地方公共団体等および適格格付機関の格付を有している法人等が保証している債権（保証されている部分に限る）について、
原資産および債務者のリスク・ウェイトに代えて当該保証人のリスク・ウェイトを適用しています。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に、業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分
散されております。
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4．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
（1）単　体　＜地域別・業種別・残存期間別＞ (単位：百万円)

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
3ヵ月以上

延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバテ
ィブ以外のオフ・バラン
ス取引

債　券

2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
国内 1,448,674 1,451,306 659,080 635,730 440,461 461,862 261 570
国外 49 87 49 87 － ー － ー
地域別合計 1,448,724 1,451,393 659,130 635,817 440,461 461,862 261 570
製造業 96,321 123,648 67,733 65,960 25,776 56,199 20 40
農業、林業 3,863 3,464 3,863 3,464 － ー 0 101
漁業 585 614 585 614 － ー － ー
鉱業、採石業、砂利採取業 476 499 476 499 － ー － ー
建設業 39,236 41,532 36,900 37,830 2,201 3,502 136 24
電気・ガス・熱供給・水道業 5,886 9,860 1,772 2,044 4,103 7,805 － ー
情報通信業 4,316 6,810 241 334 4,037 6,464 － ー
運輸業、郵便業 109,951 114,920 10,838 10,736 98,596 103,686 － ー
卸売業 37,468 42,864 26,008 27,286 11,149 15,349 － 5
小売業 23,611 23,330 19,164 18,302 4,421 5,002 6 4
金融業、保険業 472,032 471,548 45,643 43,915 105,366 102,745 － 4
不動産業 115,324 129,798 108,239 112,766 6,780 16,965 － 9
物品賃貸業 4,138 6,367 1,830 1,746 2,202 4,612 － ー
学術研究、専門・技術サービス業 4,496 4,411 4,496 4,411 － ー － ー
宿泊業 2,012 1,802 2,012 1,802 － ー 0 42
飲食業 6,729 7,160 6,729 7,160 － ー 9 5
生活関連サービス業、娯楽業 14,998 13,460 14,928 13,391 － ー 0 108
教育、学習支援業 4,385 4,155 4,385 4,155 － ー － ー
医療・福祉 17,992 18,569 17,992 18,569 － ー 11 3
その他のサービス 18,961 20,340 18,957 20,336 － ー 5 72
国・地方公共団体等 284,657 224,698 108,832 85,170 175,825 139,528 － ー
個人・その他 181,275 181,533 157,496 155,318 － ー 69 145
業種別合計 1,448,724 1,451,393 659,130 635,817 440,461 461,862 261 570
1年以下 399,506 403,830 93,607 98,259 34,348 36,186
1年超3年以下 137,848 143,805 30,859 29,049 94,621 113,899
3年超5年以下 165,252 123,565 41,977 40,140 123,275 83,425
5年超7年以下 61,470 56,542 37,824 43,319 23,629 13,223
7年超10年以下 121,190 160,599 67,242 56,759 53,798 103,840
10年超 432,920 434,187 319,126 317,891 110,787 111,285
期間の定めのないもの 130,534 128,862 68,493 50,398 － ー
残存期間別合計 1,448,724 1,451,393 659,130 635,817 440,461 461,862

注記 1. オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除きます。
2. 「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
3. 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具

体的には組合出資金が含まれます。
4. ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
5. 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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（2）連　結　＜地域別・業種別・残存期間別＞ (単位：百万円)
 エクスポージャー

区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
3ヵ月以上

延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバテ
ィブ以外のオフ・バラン
ス取引

債　券

2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
国内 1,448,935 1,451,571 659,080 635,730 440,461 461,862 261 570
国外 49 87 49 87 － ー － ー
地域別合計 1,448,985 1,451,658 659,130 635,817 440,461 461,862 261 570
製造業 96,321 123,648 67,733 65,960 25,776 56,199 20 40
農業、林業 3,863 3,464 3,863 3,464 － ー 0 101
漁業 585 614 585 614 － ー － ー
鉱業、採石業、砂利採取業 476 499 476 499 － ー － ー
建設業 39,236 41,532 36,900 37,830 2,201 3,502 136 24
電気・ガス・熱供給・水道業 5,886 9,860 1,772 2,044 4,103 7,805 － ー
情報通信業 4,316 6,810 241 334 4,037 6,464 － ー
運輸業、郵便業 109,951 114,920 10,838 10,736 98,596 103,686 － ー
卸売業 37,468 42,864 26,008 27,286 11,149 15,349 － 5
小売業 23,611 23,330 19,164 18,302 4,421 5,002 6 4
金融業、保険業 472,032 471,548 45,643 43,915 105,366 102,745 － 4
不動産業 115,324 129,798 108,239 112,766 6,780 16,965 － 9
物品賃貸業 4,138 6,367 1,830 1,746 2,202 4,612 － ー
学術研究、専門・技術サービス業 4,496 4,411 4,496 4,411 － ー － ー
宿泊業 2,012 1,802 2,012 1,802 － ー 0 42
飲食業 6,729 7,160 6,729 7,160 － ー 9 5
生活関連サービス業、娯楽業 14,998 13,460 14,928 13,391 － ー 0 108
教育、学習支援業 4,385 4,155 4,385 4,155 － ー － ー
医療・福祉 17,992 18,569 17,992 18,569 － ー 11 3
その他のサービス 18,961 20,340 18,957 20,336 － ー 5 72
国・地方公共団体等 284,657 224,698 108,832 85,170 175,825 139,528 － ー
個人・その他 181,536 181,798 157,496 155,318 － ー 69 145
業種別合計 1,448,985 1,451,658 659,130 635,817 440,461 461,862 261 570
1年以下 399,506 403,830 93,607 98,259 34,348 36,186
1年超3年以下 137,848 143,805 30,859 29,049 94,621 113,899
3年超5年以下 165,252 123,565 41,977 40,140 123,275 83,425
5年超7年以下 61,470 56,542 37,824 43,319 23,629 13,223
7年超10年以下 121,190 160,599 67,242 56,759 53,798 103,840
10年超 432,920 434,187 319,126 317,891 110,787 111,285
期間の定めのないもの 130,795 129,127 68,493 50,398 － ー
残存期間別合計 1,448,985 1,451,658 659,130 635,817 440,461 461,862

注記 1. オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除きます。
2. 「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
3. 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具

体的には組合出資金が含まれます。
4. ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
5. 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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5．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等（単体と連結は同数） (単位：百万円)
個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増減額 期末残高

2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
国内 2,927 2,506 △421 111 2,506 2,618 93 31
国外 1 ー △1 ー ー ー ー ー
地域別合計 2,929 2,506 △423 111 2,506 2,618 93 31
製造業 382 497 115 85 497 583 ー ー
農業、林業 122 112 △10 △5 112 106 ー ー
漁業 ー ー ー 5 ー 5 ー ー
鉱業、採石業、砂利採取業 ー ー ー ー ー ー ー ー
建設業 319 272 △46 △84 272 188 22 ー
電気・ガス・熱供給・水道業 ー ー ー ー ー ー ー ー
情報通信業 1 0 △0 △0 0 0 ー ー
運輸業、郵便業 1 4 2 3 4 7 ー ー
卸売業 103 91 △11 △3 91 87 15 ー
小売業 314 121 △192 189 121 311 ー ー
金融業、保険業 0 0 0 3 0 3 ー ー
不動産業 335 62 △272 23 62 85 15 ー
物品賃貸業 1 1 0 △0 1 1 ー ー
学術研究、専門・技術サービス業 0 1 1 △0 1 0 ー ー
宿泊業 31 31 0 0 31 31 ー ー
飲食業 53 40 △12 △6 40 34 34 ー
生活関連サービス業、娯楽業 1,042 1,021 △21 △163 1,021 857 ー ー
教育、学習支援業 23 24 1 △0 24 24 ー ー
医療・福祉 0 25 24 3 25 28 4 ー
その他のサービス 112 130 18 44 130 175 ー 12
国・地方公共団体等 ー ー ー ー ー ー ー ー
個人 85 65 △19 17 65 83 ー 19
業種別合計 2,929 2,506 △423 111 2,506 2,618 93 31

注記 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

6．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 (単位：百万円)

告示で定める
リスク･ウェイト

区分（％）

単　体 連　結
2018年度 2019年度 2018年度 2019年度

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し
０％ － 350,411 ー 307,880 － 350,411 ー 307,880
１０％ － 161,488 ー 145,881 － 161,488 ー 145,881
２０％ 27,754 352,923 45,530 334,582 27,754 352,923 45,530 334,582
３５％ － 60,858 ー 58,442 － 60,858 ー 58,442
５０％ 92,261 1,076 157,360 1,431 92,261 1,076 157,360 1,431
７５％ － 124,786 ー 121,534 － 124,786 ー 121,534
１００％ 905 274,836 ー 277,625 905 275,094 ー 277,888
１５０％ － 70 ー 134 － 70 ー 134
２００％ － － ー ー － － ー ー
２５０％ － 1,612 ー 1,559 － 1,615 ー 1,560
１,２５０％ － － ー ー － － ー ー
その他 － － ー ー － － ー ー
合計 1,448,985 1,451,963 1,449,246 1,452,228

注記 1. 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
2. エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク･ウェイトに区分しています。
3. コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く。）、CVAリスク及び中央清算機関関連エクスポージャ

ーは含まれておりません。
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7．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
本開示につきましては、資料編（P.46）「貸倒引当金の内訳」をご参照願います。

8．信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー
（単体、連結ともに同数） (単位：百万円)

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ

2018年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャー 8,118 8,295 64,112 60,356 ー ー

① ソブリン向け － － 34,356 29,623 ー ー
② 金融機関向け － － － － ー ー
③ 法人等向け 2,558 3,055 532 87 ー ー
④ 中小企業等・個人向け 4,512 4,277 28,566 29,915 ー ー
⑤ 抵当権付住宅ローン 2 2 － － ー ー
⑥ 不動産取得等事業向け 594 679 9 11 ー ー
⑦ その他 451 278 644 712 ー ー
⑧ 3ヵ月以上延滞等 0 2 2 6 ー ー

注記 当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

【市場リスクに関する事項】
1．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク関係
　リスク管理の方針及び手続の概要

　金融派生商品とは、預貸金、外国為替等の金融商品から相場変動によるリスクを回避するために開発された商品の総称です。
　当金庫では、為替先物予約取引を取扱っており、預貸金、貿易取引等の実需の範囲内の予約締結以外の為替先物予約等は所定の
掛目で与信額を算定し、通常の与信と一体的な管理で、与信判断（リスク管理）しており、当該取引に対して個別担保による保全
等は特段行っておりません。単体、連結ともに同数です。
　なお、当金庫の資産運用のリスクを回避することを目的とした派生商品取引は外国為替関連取引のみの取扱いで、他には取組み
がありません。また、長期決済期間取引の取扱いはありません。

(単位：百万円)
2018年度 2019年度

与信相当額の算出に用いる方式 カレント・エクスポージャー方式 カレント・エクスポージャー方式
グロス再構築コストの額 13 39

グロス再構築コストの額及びグロスのアドオン
合計額から担保による信用リスク削減手法の効
果を勘案する前の与信相当額を差し引いた額

ー ー

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案する前の与信相当額

担保による信用リスク削減手法の
効果を勘案した後の与信相当額

2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
① 派生商品取引合計（外国為替関連取引） 25 60 25 60
② 長期決済期間取引 ー ー ー ー
合計 25 60 25 60

2．証券化エクスポージャーに関する事項
（１）リスク管理の方針及び手続の概要

　証券化とは、金融機関が保有するローン債権（原債権）等を裏付けに証券として組み替え、第三者に売却し流動化することを指
します。一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類さ
れます。
　当金庫では、中小企業等による資金調達の多様化を支援することを目的とする貸出金の証券化に限り取り組んでおり、証券化本
来の目的とは異なります。取り組みに関しては、予め個別に理事会等の承認を得ることになっており、取り上げ基準は貸出金と同
様の方法に従っています。なお、投資家としての債権保有は、通常の金銭信託の取得等に準じた手法及び手続によっています。

（２）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は標準的手法を採用しております。
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（３）証券化取引に関する会計方針
　証券化取引は当該貸出の実行日に原資産全額を売却（譲渡）し、CLO代金として受領しています。また、同日に当該取引にリンク
したジュニア劣後部分を買入金銭債権として取得しています。なお、証券化取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有
価証券等会計処理基準」および日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。

（４）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　当金庫では、次の3社の評価をリスク・ウェイトの判定に使用しています。なお、国内債および本邦法人向けエクスポージャー（保
証を含む）については、①および②の2社の評価によるものとしています。なお、現有取引は対象になっていません。

① 株式会社格付投資情報センター
② 株式会社日本格付研究所
③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

（５）オリジネーターに関する事項（単体と連結は同じ）
① 原資産の金額等
　 単体・連結ともに該当ありません。
② 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
　 単体・連結ともに該当ありません。
③ 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
　 単体・連結ともに該当ありません。
④ 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
　 単体・連結ともに該当ありません。
⑤ 3ヵ月以上延滞エクスポージャーの額等（原資産を構成するエクスポージャーに限る）
　 単体・連結ともに該当ありません。
⑥ 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び原資産の種類別の内訳
　 単体・連結ともに該当ありません。
⑦ 当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略
　 単体・連結ともに該当ありません。
⑧ 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額等
　 単体・連結ともに該当ありません。

（６）投資家に関する事項（単体と連結は同じ）
① 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 (単位：百万円)

2018年度 2019年度
証券化エクスポージャーの額 ー ー

劣後ローン等 ー ー

② 保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等 (単位：百万円)

告示で定めるリスク・ウエイト区分（％）
エクスポージャー残高 所要自己資本の額

2018年度 2019年度 2018年度 2019年度
２０％ ー ー ー ー
５０％ ー ー ー ー
１００％ ー ー ー ー
３５０％ ー ー ー ー
１,２５０％ ー ー ー ー

注記 所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×4％

③ 証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
　 単体・連結ともに該当ありません。

3．出資等エクスポージャーに関する事項
（１）信用金庫法施行令第11条第5項第3号に規定する出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関す

るリスク管理の方針及び手続の概要
　上記の法令にて規定する出資等とは、貸借対照表の有価証券勘定及びその他資産勘定に株式又は出資として計上されるものをいい
ます。これらのリスク管理方針及び手続きとしましては、当金庫制定の「余裕資金の運用に関する準則」に基づき、時価のある株式
につきまして、一定量の価格の下落があったと仮定した場合の価格変動によるリスク量を毎月算出、認識し、リスク管理委員会へ報
告・検証する態勢となっております。
　また、株式の評価方法につきましては、「子会社株式及び関連会社株式」又は時価のない銘柄は取得原価により、時価のある銘柄
は時価により評価を行い、出資金につきましては、取得原価により評価を行っております。なお、これらにつきまして、時価又は1
株当たりの純資産額から求められた実質価額が取得原価に対して、一定量以上の下落が生じた場合等には、その価額まで帳簿価額を
引き下げる処理を行うこととなっております。

（２）会計方針
　当金庫が制定の「有価証券等の会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理
を行っております。
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（３）出資等エクスポージャーに関する事項
① 貸借対照表計上額及び時価 (単位：百万円)

区　分
2018年度 2019年度

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価
上場株式等 4,766 4,766 2,644 2,644
非上場株式等 5,278 ー 5,277 ー

連結貸借対照表計上額及び時価 (単位：百万円)

区　分
2018年度 2019年度

連結貸借対照表計上額 時価 連結貸借対照表計上額 時価
上場株式等 4,766 4,766 2,644 2,644
非上場株式等 5,527 ー 5,533 ー

(単位：百万円)
2018年度 2019年度

投資信託等に含まれる出資等
エクスポージャーの額 23 20

注記 上記「投資信託等」は、投資信託及び投資事業有限責任組合への出資金で、単体・連結は同じです。

② 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額（単体と連結は同じ） (単位：百万円)
2018年度 2019年度

売却益 240 144
売却損 1,204 174
償却 ー 606

注記 投資信託等の裏付資産は、含んでおりません。

③ 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額（単体と連結は同じ） (単位：百万円)
2018年度 2019年度

評価損益 10 17

注記 投資信託等の裏付資産は、含んでおりません。

④ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　 単体・連結ともに該当ありません。

（４）リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 (単位：百万円)
2018年度 2019年度

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー 23,481 18,680
マンデート方式を適用するエクスポージャー － ー
蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー － ー
蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー － ー
フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー － ー

4．金利リスクに関する事項
（１）リスク管理の方針及び手続の概要

　金利リスクとは、預金、貸出金、有価証券など金融機関が保有する資産・負債のうち、市場金利の影響を受ける勘定について、金
利の変動（金利ショック）により経済的価値が減少するリスクです。
　リスク管理及び計測の対象は、｢資金運用・調達勘定｣のうち金利感応資産・負債になります。（ただし、株式等、金利感応度の把
握が困難なものは、別に価格変動リスクとして計測し、金利リスクの計測対象外としています。）
　当金庫では、内部データの蓄積、検証及び分析手法の確立に努めるとともに、毎月ごと（月末日基準）にＶａＲ（バリュー・アッ
ト・リスク）による金利リスク量を算定、四半期ごと（四半期末日基準）には銀行勘定の金利リスク量として、⊿ＥＶＥ（金利ショ
ックに対する経済的価値の減少額）及び⊿ＮＩＩ（金利ショックに対する算定基準日から12ヶ月を経過する日まで金利収益減少額）
を算定、それぞれリスク管理委員会等に報告のうえ、リスクの検証並びにリスクコントロール及び削減に関する取扱いを定めること
を基本方針としております。また、当金庫では、金利リスクのヘッジ手段として、債券ベアファンドを活用しています。

（２）金利リスクの算定手法の概要
①⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩの算定の前提条件は、以下のとおりになります。

・流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は、1.27年です。
・流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は、5年です。
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・流動性預金の金利リスクについては、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、
引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫では、流動性預金額（外貨を除く）の50％
相当額とし、期間を0〜5年に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算定しています。（金融庁が定める保守的な前提）

・固定金利貸出の期限前返済は住宅ローンを対象とし、定期預金の早期解約は定期預金と定期積金を対象としていますが、リス
ク量算定にあたっては、金融庁が定める保守的な前提を使用しています。

・⊿ＥＶＥは通貨ごとに算定していますが、その集計にあたっては通貨間の相関を考慮せず、正の値の通貨のみを単純合算して
います。一方、⊿ＮＩＩは通貨ごとに算定し、その集計にあたっては通貨間の相関を考慮せず、値の正負に関係なく単純合算
しています。

・⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩの算定にあたっては、割引金利にスプレッドを含めず、キャッシュフローにスプレッドを含めて算定
しています。

・内部モデルは使用していませんが、⊿ＮＩＩの金利低下時に、貸出金利の一部と預金金利の参照金利をマイナスにしないこと
を前提にしています。

　2019年度の⊿ＥＶＥは、債券ベアファンドの一部売却、国内債券の残高を積み上げた影響などにより、2018年度対比では2,853
百万円増加しております。
　当金庫の⊿ＥＶＥは自己資本額の20％を超えておりますが、金利リスク顕在時においても十分な自己資本額の余裕を確保してお
り、国内基準金融機関の最低所要自己資本額以上を維持するものと認識しております。

②⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクの算定手法の概要
　当金庫では、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩのほかに金利リスク量をＶａＲにより算定するとともに、リスク資本配賦額の範囲内で
アラームポイントを設定し、リスク管理をしております。
　ＶａＲの算出にあたっては、金利変動が正規分布になると仮定する「分散共分散法」（保有期間1年、観測期間5年、信頼水準
99％）にて算定しております。

（３）金利リスク量＜単体、連結は同数です＞ (単位：百万円)

ＩＲＲＢＢ１：金利リスク

項番
イ ロ ハ ニ

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ
2019年度 2018年度 2019年度 2018年度

１ 上方パラレルシフト 36,155 33,302 1,051
２ 下方パラレルシフト 0 0 1,344
３ スティープ化 30,345 27,243
４ フラット化
５ 短期金利上昇
６ 短期金利低下
７ 最大値 36,155 33,302 1,344

ホ ヘ
2019年度 2018年度

８ 自己資本の額 81,737 80,142

注記 1. ⊿ＥＶＥについて、経済的価値が減少する場合は、正の値で表示しています。
2. ⊿ＮＩＩについて、期間収益が減少する場合は、正の値で表示しています。
3. 「金利リスクに関する事項」については、平成31年金融庁告示第３号（2019年２月18日による改正）を受け、2020年３月末から⊿ＮＩＩを

開示することとなりました。このため、開示初年度につき、当期末分のみを開示しております。

（参考）バリュー・アット・リスク（VaR）による市場リスク量 (単位：百万円)
2018年度 2019年度

リスク量 18,712 20,609

注記 1. VaRは、分散共分散法（保有期間1年、観測期間5年、信頼水準99％）により計測しております。
2. コア預金を考慮して、リスク量を算定しております。
3. 運用勘定のリスク量と調達勘定のリスク量を相殺して算定します。
4. 銀行勘定の金利リスクも含んでおります。

用語のご説明

コア預金 明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間
金融機関に滞留する預金のことをいいます。

金利ショック 金利の変化（衝撃）のことで、上下100ベーシス・ポイント（1.0％）の平行移動などの算出方法があります。

⊿ＥＶＥ 金利ショックに対する経済的価値（EVE：Economic Value of Equity）の減少額

⊿ＮＩＩ 金利ショックに対する算定基準日から12ヵ月を経過する日までの金利収益（NII:Net Interest Income）の減少
額。

VaR（バリュー・アット・リスク） 過去の一定期間の金利・株価・為替等の変動データに基づき、将来のある一定期間のうちに、ある一定の確率で
発生しうる最大損失額を統計的に計測する手法です。
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